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はじめに 
 

 世界的な新型コロナウイルス感染症の拡大により、今まで

「当たり前」であった日常生活が一変し、働き方や生活様式

など、あらゆるものの価値観が大きく変化しています。 

 

 コロナの影響は多方面に及び、少子高齢化による人口減少

や核家族化の進行により希薄化していた人間関係は、より深

刻な状況となっており、社会環境が急速に変化する中、個人

や家庭、地域が抱える悩みも複雑化しています。 

また、温暖化の進展にともなう大規模災害が日本各地で発生しており、私たちは

予測不可能な大転換の時代に生きているといえるでしょう。 
 

このような折に「第４次地域福祉計画」を策定する機会が訪れたことは、今一度

「地域福祉」の在り方を見直す好機であると考えます。 
 

この計画は、「誰もが安心して暮らせる住民参加と支え合いのまちづくり」を基本

理念に、市民や団体、企業や行政とが協働して地域づくりに取り組むことにより、

子どもから大人まで、その人らしい生活が送れ、孤立することなく居場所や役割が

あり、生きることの楽しさを実感できる北杜市を目指したものです。 
 

「生きることの楽しさ」は、人と人、人と地域がつながり、助け合いながら暮ら

すことでより実感できることだと考えます。 
 

混迷の時代だからこそ、「つながること」「助け合うこと」の大切さが課題解決の

糸口であり、本市の隅々まで浸透することを願ってやみません。市といたしまして

も『北杜新時代・幸せ実感・チャレンジ北杜』の実現に向けて、計画の着実な実行

を心がけてまいります。 
 

結びに、本計画の策定にあたり、貴重な御意見をいただきました北杜市地域福祉

計画策定委員会の委員の皆様をはじめ、計画策定に御協力いただきました方々に感

謝を申し上げるとともに、市民の皆様方の深い御理解と御協力をお願い申し上げま

す。 

 
令和４年３月 

                          北杜市長 上村英司 
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  令和４年４月から行政組織が変わります。「第４章 各主体が取り組む

行動計画」については、新組織の担当課を記載しています。 
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第１章    計画策定の趣旨 

 

 

１ 計画策定の背景と趣旨  

少子高齢化・人口減少社会の進行、産業構造の変化、ライフスタイルの多様化と核家

族化の進行により、家庭や地域での相互扶助機能が低下し、高齢者の孤独死、子育てに

悩む保護者の孤立、子どもや高齢者に対する虐待や自殺者の増加、80 代の親が 50 代の

子どもの生活を支えるという 8050 問題等、これまでの高齢者福祉、障がい者福祉、児童

福祉など分野別の対応では解決することが難しい新たな問題が多く発生しています。さ

らに、私たちの生活を脅かす地震や台風などの自然災害、感染症等のさまざまな脅威や

不安が高まっています。 

こうした状況下において、地域福祉の充実と推進は、今まで以上に重要になってきて

おり、多様化した福祉課題に対し、地域づくりの基盤を整え、人と地域に共感と協力の

輪を広げていくことが求められています。 

北杜市（以下、「本市」という。）では、住みなれた地域でみんなが安心して暮らせる

よう、平成 19 年３月に「北杜市地域福祉計画」を策定し、その後、５年ごとに計画の評

価をした上で、新たな福祉問題への対応や、総合計画と整合性を図り、計画の見直しを

行いました。このたび、平成 29 年３月に策定した第３次計画が令和３年度に終了するこ

とから、「第４次北杜市地域福祉計画」を策定しました。 

この計画は、第３次計画における取り組みの成果を検証し、近年の社会環境の変化や

新たな課題に対応するため令和４年度から令和８年度までの５年間を計画期間としたも

のです。 

第４次計画では、計画基本理念である「誰もが安心して暮らせる住民参加と支え合い

のまちづくり」を目指して、これまでの取り組みのさらなる充実を図るとともに、地域

福祉の一層の推進を図ります。 
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２ 地域福祉とは 

地域における福祉を取り巻く環境は大きく変わり、介護保険制度や障がい福祉サービ

スに象徴されるように、一人ひとりが自ら福祉サービスを選び利用することができるよ

うになり、身近な地域社会全体で支援が必要な人たちをさらに支えていくことが求めら

れています。 

「地域福祉」とは、住み慣れた地域の中で、誰もが安心して暮らせるよう、地域に関

わる全てのものが主役となって進めていく地域づくりの取り組みのことを言います。 

誰でも病気になったり、話し相手が欲しかったり、子育てや介護に悩んだりと、日常

生活の中でさまざまな「悩み」が生じます。そんな時、地域住民や、友人、知人、市や

福祉活動団体、ボランティアなど地域に関わる全てのものが協働し、解決へ向けて支援

する仕組みをつくることが「地域福祉」です。 

身の回りで起こる問題はまず、個人や家庭の努力（自助）で解決し、個人や家族内で

解決できない問題は隣近所の力（互助）やボランティア、ＮＰＯなどの活動（共助）で

解決し、地域で解決できない問題は福祉やその他の関連施策や公的制度で解決（公助）

する、といった、重層的な取り組みが必要となってきます。 

 

  

近隣所の力 

互 助 自 助 

個人や家庭による 

自助努力 

〔 具体的には 〕 

・自分自身による努力 
・家庭での話し合い 

・ボランティア活動へ 

の参加 
・生きがいづくり 

・健康づくり 

・福祉に関する学習 

など 

共 助 

公的な制度としての 

保健、福祉、その他の

関連する施策の実施 

公 助 〔 具体的には 〕 

・生活保護制度 

・生活困窮者自立支援 

・災害復旧・復興 

・公的サービスの充実 

・年金制度 

・健康保険制度 

など 

 

〔 具体的には 〕 

・地域における見守り 

活動 

・地域における福祉活 

動、ボランティア活動

・ＮＰＯなどの活動 

など 

〔 具体的には 〕 

・隣近所や友人・知人 

との助け合いや支え 

合い 

など

 

地域における助け 

合いや支え合い 
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国では、制度・分野の枠や、「支える側」「支えられる側」という従来の関係を超え

て、人と人、人と社会がつながり、一人ひとりが生きがいや役割を持ち、助け合いなが

ら暮らしていくことができる「地域共生社会」の実現に向けた取り組みが進められてい

ます。 

その一環として、令和２年６月の「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部

を改正する法律」の公布により、既存の相談支援等の取り組みを活かしつつ、地域住民

の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するため、相談支

援、参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に実施する新たな事業（「重層的支援

体制整備事業」）が創設され、包括的かつ重層的な支援体制の整備が推進されていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省 
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３ 計画の位置づけと役割 

（１）法令上の位置付け 

地域福祉計画とは、社会福祉法（以下「法」という。）第 107 条に基づき、地域にお

ける福祉サービスの適切な利用の促進や、社会福祉を目的とする事業の健全な発達、

地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項について、行政と福祉の専

門職等の関係機関、住民が一体となって地域福祉を推進するために市町村が定める計

画です。 

 

（２）地域福祉計画に盛り込む事項 

地域福祉計画は、以下の５つの事項について具体的な内容を示すとともに、その他

の必要な事項を加え、計画に盛り込むことが求められています。（法 107 条） 
 

① 地域における高齢者の福祉、障がい者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、

共通して取り組むべき事項 

② 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

③ 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

④ 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

⑤ 包括的な支援体制の整備に関する事項 

（法第 106 条の３第１項各号に掲げる事業を実施する場合） 
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（３）他計画との関連  

本計画は、市の最上位計画である北杜市総合計画との整合を保ちながら策定してい

ます。また、地域福祉を推進する観点から、高齢者や障がい者、子どもなど、福祉分

野での個別計画の上位計画に位置づけるとともに、男女共同参画、防災、まちづくり

など、地域福祉の推進において関連がある分野との連携も図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）成年後見制度利用促進基本計画としての一体的な策定 

国では、成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するこ

とを目的として、平成28年５月に成年後見制度の利用の促進に関する法律（以下「利

用促進法」という。）を施行し、これまでの取り組みに加え、ノーマライゼーション、

自己決定権の尊重、身上保護の重視に向けた制度理念の尊重を図るとしています。ま

た、利用促進法において、県や市町村に対して、制度の利用を促進する体制として、

地域連携ネットワークの整備及び中核機関の設置等に努めることが明示されました。 

本市では、成年後見制度についての施策を進めるため、本計画と北杜市成年後見制

度利用促進基本計画を一体的に策定し、取り組むものです。 

(
北
杜
市
社
会
福
祉
協
議
会
) 

北
杜
市
地
域
福
祉
活
動
計
画 

 

 
１ 子育て・教育・若者 

２ 健康・福祉 

３ 市民生活・文化 

４ 産業経済・観光 

５ 環境・都市基盤 

《２ 健康・福祉》 

・こころとからだの健康づくりの推進 

・地域福祉の充実 

・介護予防の強化と高齢者福祉の充実 

・障がい児･者福祉の充実 
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健
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進
計
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そ
の
他
関
連
計
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く
と
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う
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計
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計
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画
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計
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計
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計
画 

北
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子
ど
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・
子
育
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事
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北
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対
策
計
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連携 

 
成年後見制度利用促進基本計画 
生活困窮者自立支援計画 

第４次北杜市地域福祉計画 

第３次北杜市総合計画 
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（５）生活困窮者自立支援計画としての一体的な策定  

生活困窮者自立支援法が平成 27 年４月に施行され、自立相談支援事業を中心に、子

どもの学習・生活支援事業による「場づくり」の具体化や、居住・就労・食料支援と

いった関係機関とのネットワーク強化を進めてきました。 

本市では、多様で複合的な課題を抱え、制度の狭間に陥りがちな生活困窮者への包

括的支援を拡充するために、本計画と生活困窮者自立支援計画を一体的に策定し、取

り組むものです。 

 

 

４ 地域福祉に求められる新たな視点「ＳＤＧｓ」との関係 

ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals の略）とは、「持続可能な開発目標」を

指す言葉で、平成 27 年９月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための

2030 アジェンダ」に記載された、令和 12 年までに達成するために掲げた国際目標で

す。 

ＳＤＧｓは、地球上の「誰一人として取り残さない」ことを誓い、持続可能な世界

を実現するための目標とのターゲットから構成されています。このＳＤＧｓを達成す

るための取り組みが、日本を含め各国で進められており、地方自治体においても、各

種計画の策定や方針の決定にあたっては、ＳＤＧｓの理念を最大限反映させることが

重要となっています。 

北杜市地域福祉計画では、ＳＤＧｓの視点から、多様性と包摂性のある社会の実現

のため、地域にはさまざまな立場の人がいることを理解し、互いに受け止めることで、

誰もが安心して暮らせる住民参加と支え合いのまちづくりを目指します。 
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５ 地域福祉を進める重要な視点 

（１）圏域の設定 

「地域」は、日常的な近所付き合いの小さな範囲から、専門的な支援を行う際の市全

体の広い範囲と、さまざまなレベルでの圏域が重層的に存在しています。 

地域福祉を進めていくためには、これらの圏域を踏まえた上で、それぞれの圏域にお

いて適切な活動を行う必要があります。 

 

圏  域 取り組み内容 

県域・広域 
広域的な調整を含め、県や他自治体との連携、総合的な支
援や相談等を展開する範囲 

北杜市全域 市全体を捉えて総合的に施策を展開する範囲 

日常生活圏域 
（北杜市老人福祉計画・介護保険

事業計画による 1圏域） 

小規模な介護サービスや地域密着型のサービスが受けられ
る範囲 

小地域福祉圏域 
（旧町村８圏域） 

地域福祉活動に関する連携を行う範囲 

地域自治活動圏域 
（地区・組・班など） 

行事や地域交流、防災防犯の活動を行う範囲 

隣近所 
あいさつや見守り、声かけなど日ごろの近所付き合いを行
う最も身近な範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

北杜市全域 

日常生活圏域 

小地域福祉圏域

地域自治活動圏域

隣近所 

県域・広域 
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（２）協働による計画の推進 

地域福祉の主役は、地域で生活している市民全員です。住みなれた地域でみんなが安

心して暮らしていくためには、地域社会を構成するすべての人々がともに支え合い、課

題を解決していく地域共生社会の実現が不可欠となります。 

また、それぞれの地域に応じた多様な福祉ニーズに対応するためには、地域の基盤で

ある行政区や自治会、地域で活動する民生委員・児童委員、ボランティア団体、NPO 法

人、福祉事業者等の取り組みも重要となります。 

本計画の推進にあたっては、地域福祉を担うそれぞれの主体が、相互に連携を図り、

役割を果たしながら計画を進めていくことが大切です。 

 

主  体 期待される役割 

市  民 
「地域福祉の主役」 
地域福祉の担い手の主役として自覚を持ち、日ごろから助け合いや支え合い
の活動を行う。 

地  域 
「地域福祉活動の実践者」 
地区・組・班等の行政区や、民生委員・児童委員、ボランティア団体、ＮＰ
Ｏ法人等において、地域全体での福祉活動を積極的に展開する。 

福祉事業者 
「専門的な福祉サービスの提供」 
専門機能を生かしつつ、地域団体等と連携した福祉サービスを提供する。ま
た、福祉従事者等の関係者は、専門職としての視点で地域に意識を向ける。

社会福祉 
協議会 

「地域福祉のコーディネート」 
地域団体の連携をコーディネートし、地域福祉活動を推進する。 

行  政 
「地域福祉の基盤づくり」 
地域福祉活動が展開しやすい仕組みや基盤づくりを行う。 

 

 

６ 計画の期間 

本計画の計画期間は、令和４年度から令和８年度までの５年間とします。 

なお、国の福祉制度などの変更や、市民ニーズ、社会情勢の変化などに対応するため、

必要に応じて計画の見直しを行います。 

 

７ 計画策定の経緯 

本計画の策定は、学識経験者、各種団体、保健・医療・福祉分野の関係者、住民代表、

行政関係者など、幅広い分野の関係者を委員とする「北杜市地域福祉計画策定委員会」

において審議されました。 

また、計画（案）について、市民意見を聴取するパブリック・コメントを実施し、寄

せられた意見を計画に反映しました。  
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第２章    本市の地域福祉を取り巻く状況 

 

 

 

１ 統計データ等から見る地域福祉の状況 

（１）人口・世帯  

① 年代別人口と高齢化率 

本市の人口は約4.6万人（令和３年）となっており、人口減少が進んでいます。年代

別にみると、年少人口（０～14歳）と生産年齢人口（15～64歳）は減少傾向にありま

す。一方、65歳以上では、前期高齢者人口（65～74歳）は増減を繰り返していますが、

後期高齢者人口（75歳以上）は年々増加しており、少子高齢化が進んでいます。 

 

本市における年代別人口と高齢化率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：総務省 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査（各年１月１日現在） 

 

  

年少人口（０～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 前期高齢者人口（65～74歳）

後期高齢者人口（75歳以上） 高齢化率
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② 人口予測推計 

将来の人口推計をみると、各年代で今後人口は減り続けていくことが予測されてい

ます。人口減少に対応した施策を検討していく必要があります。 

 

本市の人口予測推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」（平成 30（2018）年推計） 

 

 

③ 外国人住民 

本市の外国人住民数は増加傾向にあり、令和３年で668人となっています。 

 

外国人住民数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：総務省 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査（各年１月１日現在） 
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④ 世帯数の推移 

本市では、核家族世帯数が増加傾向にあり、令和２年で11,373世帯となっています。

一方、１世帯当たり平均人員は年々減少し、令和２年で2.28人となっています。 

 

世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：国勢調査 

 

⑤ ひとり親世帯 

ひとり親世帯数をみると、18歳未満の子どもがいる母子家庭は、令和２年で259世帯

となっており、平成17年から約1.3倍増加しています。 

18歳未満の子どもがいる父子家庭は、平成22年以降減少傾向となっており、令和２

年で36世帯となっているものの、10年間で約1.2倍増加しています。 

 

ひとり親世帯の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

一般世帯数 核家族世帯数 １世帯当たり平均人員

18歳未満の子どもがいる母子世帯 18歳未満の子どもがいる父子世帯
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（２）高齢者  

① 高齢化率 

本市における65歳以上の人口割合（高齢化率）は38.31％（令和２年）となっており、

平成29年から2.11ポイント増加しています。 

全国、山梨県と比較しても高い高齢化率となっているため、高齢者に配慮した地域

づくりに取り組む必要があります。 

 

高齢化率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

資料：高齢化率（北杜市）＝総務省 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査

（各年１月１日現在） 

（参考）県高齢化率・国高齢化率＝「令和３年度 高齢者福祉基礎調査 概要」 

※国高齢化率 平成 30 年までは総務省「国勢調査」または「人口推計」（確定値） 

（各年 10 月１日現在） 

※国高齢化率 令和元年～２年は総務省「人口推計」（確定値）（各年 10 月１日現在） 

※県高齢化率 山梨県「高齢者福祉基礎調査（各年４月１日現在）」 
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② 要支援・要介護認定率 

本市の要支援・要介護認定率は令和２年で13.2％となっています。平成29年と比較

すると1.4ポイント増加していますが、全国、山梨県と比較すると低い数値となってい

ます。 

要支援・要介護認定率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：（参考）県認定率 平成 29～30 年＝介護保険事業状況報告（各年度末実績） 

（参考）県認定率令和元年～２年＝介護保険事業状況報告（３月月報） 

要支援・要介護認定率（北杜市）＝介護保険事業状況報告 

（参考）国認定率＝介護保険事業状況報告 

 

③ 要支援・要介護認定者 

本市の要支援・要介護認定者数の総数は令和２年で2,259人となり、年々増加傾向にあ

ります。要支援１では、令和２年で93人となっており、全体の人数は少ないものの、平

成28年から約２倍増加しています。また要支援２、要介護１についても、平成28年から

令和２年にかけて約1.6倍となっており、軽度を中心に増加しています。 
 

要支援・要介護認定者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：介護保険事業状況報告（各年度） 

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２

要介護３ 要介護４ 要介護５
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④ 本市における高齢者世帯数 

本市の高齢者世帯をみると、平成29年から令和２年にかけて、ひとり暮らし高齢者

世帯が減少している一方、高齢者夫婦世帯数は増加しています。 

 

高齢者世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：山梨県高齢者基礎調査（各年４月１日現在） 

 

   

（３）子ども  

① 本市における出生数 

本市の出生数は横ばいで、令和２年で210人となっています。 
 

出生数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：出生数＝山梨県人口動態統計 

ひとり暮らし高齢者 高齢者夫婦世帯数 その他高齢者世帯
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② 本市における就学援助認定者数 

本市の就学援助認定者数は、平成29年で270人となっており、平成27年から減少して

いるものの、その後増加に転じ、令和２年では299人となっています。 

 

就学援助認定者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：教育総務課（各年 3 月 31 日現在） 

小学校 中学校
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（４）障がい者  

① 手帳所持者数の推移 

本市の身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の所持者数は、令和２

年で2,544人となっています。平成28年と比較して、身体障害者手帳は48人減少、療育

手帳は29人減少、精神障害者保健福祉手帳は58人増加しています。 

 

本市における身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の所持者数 

単位：人 

 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 令和元年 令和２年 

身体障害者手帳 1,879 1,917 1,906 1,807 1,831

療育手帳 335 291 298 296 306

精神障害者 

保健福祉手帳 
349 415 392 389 407

合計 2,563 2,623 2,596 2,492 2,544

 

資料：福祉課（各年４月１日現在） 

 

 

手帳所持者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：福祉課（各年４月１日現在） 

  

身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳
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（５）生活困窮・貧困  

① 本市における生活保護世帯数 

本市の生活保護受給世帯数は、令和２年で144世帯となっており、平成28年から22世

帯減少しています。また、被保護人員についても、令和２年で185人となっており、平

成28年から35人減少しています。 

 

生活保護世帯数・被保護人員の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：福祉課（各年４月１日現在） 

 

② 本市における生活困窮者の連携支援件数 

本市における生活困窮者自立相談支援機関と福祉事務所、ハローワークの３者で連

携した利用者数は、令和２年では利用者数29人で就職者数は15人となっています。 

３者の連携を強化することで、生活困窮者への自立に必要な情報の把握と連携に取

り組んでいます。 

生活困窮者支援対象者・就職者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：福祉課（各年３月末） 

被保護世帯数 被保護人員

対象者数 就職者数
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③ 本市におけるＤＶの相談件数 

本市のＤＶ相談件数は令和元年の14件をピークに、令和２年では5件に減少したもの

の、令和３年では９件となっており、増減を繰り返しています。相談支援体制を強化

し、安心して暮らせる地域づくりに取り組む必要があります。 

ＤＶ相談件数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：ほくとっこ元気課（各年３月末） 

 

（６）行政区加入率  

① 本市における行政区加入率の推移 

令和２年の市全体の行政区加入率は69.6％となっています。全地区において、平成

29年から加入率は下がっています。 

地区別行政区加入率 

単位：世帯、％ 

 
平成 29 年 平成 30 年 令和元年 令和２年 

加入世帯 加入率 加入世帯 加入率 加入世帯 加入率 加入世帯 加入率 

明野町 1,305 65.4 1,300 64.9 1,301 64.7 1,292 64.4

須玉町 2,350 86.7 2,309 85.7 2,253 85.2 2,231 84.4

高根町 3,469 85.0 3,477 84.4 3,489 84.3 3,487 83.6

長坂町 2,951 69.6 2,971 69.9 2,955 68.8 2,952 68.6

大泉町 1,130 46.9 1,119 45.9 1,109 45.1 1,109 44.2

小淵沢町 1,872 70.2 1,910 70.6 1,922 71.1 1,903 68.7

白州町 1,068 62.3 1,027 59.6 1,029 59.5 1,012 58.5

武川町 949 72.9 929 69.7 937 70.8 936 71.2

全体 15,094 71.5 15,042 70.7 14,995 70.4 14,922 69.6

 

資料：総務課（各年４月１日現在） 
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② 行政区数・加入率 

本市の行政区数は122区であり、行政区加入率については令和２年で69.6％となって

おり、平成28年から1.9ポイント減少しています。 

行政区加入率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：総務課 行政区数（各年４月１日現在） 

 

 

（７）消防・防災活動  

① 本市における消防団員数 

本市の消防団員数は令和２年で1,653人となっており、平成28年から年々減少してい

ます。地域の防災力を高めるため、使命感を持って活動に前向きに取り組む、志ある

団員が集える環境づくりと、消防団活動への理解促進が必要です。 

消防団員数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：消防防災課（各年４月１日現在） 
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② 本市における自主防災組織設置地区数 

自主防災組織設置地区数をみると、令和２年で69地区となっており、平成28年から

1.2倍増加しています。各地域での防災・減災に対する意識が高まっていることがうか

がえます。 

自主防災組織とは、自分たちが住む地域において、災害による被害を防止し軽減す

るために、自覚と連帯感に基づき、自主的、自発的に活動する防災組織です。 
 

自主防災組織設置地区数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：消防防災課（各年４月１日現在） 
 

（８）ボランティア活動  

① 市内ボランティア団体・登録人数の推移 

本市のボランティア団体数は、令和２年で77団体となっており、年々増加していま

す。また令和２年の団体登録人数は2,117人、個人登録人数は298人となっており、と

もに平成28年から年々増加しています。 

今後もボランティア活動を活性化し、地域での助け合いの輪が広がることが望まれ

ます。 

ボランティア団体・登録人数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：北杜市社会福祉協議会事業報告（各年 3 月 31 日現在）

団体登録人数 個人登録人数 登録団体数
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２ 調査結果から見る地域福祉の状況 

計画策定の基礎資料とするため、市民をはじめとしたアンケート調査を実施しまし

た。市民調査では、本市在住の方の中から回答していただく方を無作為に選んで調査

を実施しました。 

《調査対象》 

市民：本市在住の18歳以上の市民（無作為抽出） 

団体：民生委員・児童委員、地区代表、各種団体の方 

市窓口・相談機関：窓口業務を担当する職員 

 

《調査期間》令和３年８月２日から令和３年８月18日 

 

《調査方法》郵送による配布・回収、一部直接配付回収 

 

《回収状況》 

 配布数 有効回答数 有効回答率 

市民 2,000 通 818 通 40.9％ 

団体 391 通 239 通 61.1％ 

市窓口・相談機関 47 通 47 通 100.0％ 

※団体と市窓口・相談機関の詳細 

対象 調査方法 

①民生委員・児童委員 郵送配付回収 

②地区代表（区長、自治会代表者） 郵送配付回収 

③関係団体 

 ・ＮＰＯ法人 峡北地域生活支援システム 杜の風 

 ・ワーカーズコレクティブ蒲公英 

 ・ＮＰＯ法人 ワーカーズコープ てつなぎ北杜 

 ・地域サロンそら  

・リレイト 

 ・一般社団法人 ＭＡＳ企画 

 ・おしゃべりの会 

 ・ボランティア団体（お話サポートなの花の会、男ボラ北杜） 

 ・でかけ～る（ハナミズキ、さんぽみち） 

 ・介護予防サポートリーダー 

郵送配付回収 

④市関係窓口 

 ・総務課 ・市民課 ・介護支援課 ・健康増進課  

・新型コロナ対策課 ・福祉課   ・子育て応援課  

・ほくとっこ元気課 ・各総合支所地域市民課 

直接配付回収 

⑤相談支援機関 

 ・ほくとハッピーワーク ・地域包括支援センター 

 ・社会福祉協議会 ・北杜市教育支援センターエール 

 ・かざぐるま   ・子育て世代地域包括支援センター 

 ・生活困窮者自立支援相談機関 

直接配付回収 
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回答者数 =

令和３年度調査 818

平成27年度調査 776

22.0

26.8

41.8

40.9

28.2

26.8

6.4

3.4

1.6

2.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

％

「自然」を活用した取り組みの

充実（ハイキングコースを活用

した健康づくりなど）

「農業」を活用した取り組みの

充実（シェア田んぼを活用した

多世代交流など）

「観光施設」を活用した取り組

みの充実（行楽地における

他地域交流など）

「芸術・文化施設」を活用した

取り組みの充実（美術館見学ツ

アーによる交流など）

「元気な高齢者」を活用した取

り組みの充実（就労や社会参画

の支援など）

「地域のつながり」を活用した

取り組みの充実（地域による見

守り

「多様性」を活用した取り組み

の充実（県内外から移住してき

た方の意見を取り入れるなど）

その他

特にない

無回答

53.9

37.7

21.9

22.4

34.5

32.6

31.3

4.4

8.1

7.7

47.4

33.8

21.3

20.4

36.3

30.5

28.4

2.8

9.1

8.1

0 20 40 60 80 100

令和３年度調査

（回答者数 = 818）

平成27年度調査

（回答者数 = 776）

① 近所付き合いの程度について 

「会えば親しく話をする」の割合が41.8％と最も高く、次いで「あいさつ程度がほ

とんど」の割合が28.2％、「近所の仲の良い人とよく行き来している」の割合が22.0％

となっています。 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

② 地域福祉の充実に向けた北杜市の地域資源を活かした取り組みについて 

「「自然」を活用した取り組みの充実（ハイキングコースを活用した健康づくりなど）」

の割合が53.9％と最も高く、次いで「「農業」を活用した取り組みの充実（シェア田ん

ぼを活用した多世代交流など）」の割合が37.7％となっています。 

平成27年度調査と比較すると、「「自然」を活用した取り組みの充実（ハイキングコ

ースを活用した健康づくりなど）」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

近所の仲の良い人とよく行き来している 会えば親しく話をする

あいさつ程度がほとんど 近所付き合いはほとんどしていない

無回答
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％

高齢者のみの世帯の生活支援

若者から高齢者まで主体的な

健康づくり

災害が発生したときの安否確

認や避難誘導

仕事と子育てが両立できる

環境の整備

隣近所など周囲の協力による

見守り支援

住民がお互いに支え合い

助け合うまちづくり

自宅での生活を支援する

在宅サービスの充実

健康や福祉に関する

情報提供の充実

交通利便性の確保

障がい者が地域で自立して

生活するための支援

子ども、障がい者、

高齢者などの虐待防止

振り込め詐欺など消費者被害

の防止

その他

特にない

無回答

47.6

22.0

47.7

35.9

31.4

31.8

29.8

25.8

52.0

21.6

17.1

19.9

1.5

3.3

4.4

43.0

22.7

47.8

30.8

26.3

33.9

27.6

28.4

46.6

15.3

12.4

15.3

0.5

3.2

6.4

0 20 40 60 80 100

令和３年度調査

（回答者数 = 818）

平成27年度調査

（回答者数 = 776）

 

③ 地域で優先的に充実させるべき福祉の取り組みについて 

「交通利便性の確保」の割合が52.0％と最も高く、次いで「災害が発生したときの

安否確認や避難誘導」の割合が47.7％、「高齢者のみの世帯の生活支援」の割合が47.6％

となっています。 

平成27年度調査と比較すると、「仕事と子育てが両立できる環境の整備」「隣近所な

ど周囲の協力による見守り支援」「交通利便性の確保」「障がい者が地域で自立して生

活するための支援」の割合が増加しています。 
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３ 第３次計画の取り組み内容 

関係各課のヒアリングを通じて、第３次計画の振り返りを行い、第４次計画に引き

継ぐ課題を整理しました。 

 

基本目標１ つながる・ほくと（助け合い・交流が活発なまち） 

「基本施策① 身近な福祉・知る福祉・見える福祉」についての課題 

第３次計画 

の方向性 

（地域や団体、行

政の取り組み） 

○地域福祉の情報は福祉に関係する当事者だけでなく、広く市民に福祉

の情報を知ってもらい、福祉の取り組みを身近に感じていただくこと

で、地域福祉の取り組みをさらに広げていく。 

○ 市民や団体等が福祉に関する情報を容易に取得できるよう、分かりや

すい情報発信に取り組むとともに、福祉に関する情報を整理し、円滑

に提供できる仕組みづくりに取り組む。 

主に取り組ん

できたことと

課題 

・市内小中学校の担当教諭と一緒に企画立案し、福祉教育を推進した。 

・介護予防の啓発をウェブ上で動画の配信等の手段で行った。視聴した

人の反応が実際に見られないため、健康づくりやフレイル予防につい

て理解がされているのか評価が難しい。 

・市政報告会及び講演会は、新型コロナウイルス感染症予防の観点か

ら、新たな情報発信の方法を検討していく必要がある。 

「基本施策② 声かけ・助け合いの促進」についての課題 

第３次計画 

の方向性 

（地域や団体、行

政の取り組み） 

○ 地域の実情に即した福祉ニーズに対応するためには、地域のつながり

をさらに強化し、共に助け合う地域福祉の推進が求められている。そ

のため、日ごろから声かけを行うとともに、日常生活における些細な

困りごとを地域の中で対応していく風土づくりが必要。 

○ 地域の中で助けを必要としている人に対して、どのような支援をすれ

ば良いか分からないなど、支援の手が行き届いていないことを想定

し、近所で困っている人の情報共有に取り組む。また、社会的孤立を

防止するため、時には積極的に関与する「おせっかい」な取り組みを

するなど、地域で身近な支援について検討する。 

主に取り組ん

できたことと

課題 

・各部署、事業者との連携を図り高齢者や児童の見守りを円滑に行うこ

とができた。 

・地域包括支援センターでは安否不明の相談が増えている。高齢者が増

え独居世帯も増加しているため、マンパワー的に常時対応できる環境

が整っていない。全ての 65 歳以上の方（特に認知症高齢者、独居高齢

者、高齢者世帯、障がいの子供世帯）は普段から身寄りを記入したも

のを災害キットの中に入れて保管する（毎年更新）仕組みが必要。ま

た、見守り体制の強化が必要。 

・新型コロナウイルスなどの感染症の発生により乳幼児を抱える母親の

行き場がなくストレスにつながった。感染対策を取りながら地域での

見守り、声かけ、居場所づくりが必要。 

・ふれあいペンダントについては、介護支援課や民生委員・児童委員と

の連携を図り、必要な方へ適切な支援ができるよう市民への周知方法

を検討し、事業を継続する。 
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「基本施策③ 集まる・交流するコミュニティづくり」についての課題 

第３次計画 

の方向性 

（地域や団体、行

政の取り組み） 

○幅広い世代が地域で共生していけるように、地域住民の世代を超えた

交流を促進し、多世代が協働する地域づくりを推進していくことが求

められている。 

○ 地域活動の第一歩として、市民が組、自治会等の行政区に加入するこ

とが重要。また、地域のつながりを維持していくために、市民が地域

の行事等に積極的に参加できる環境づくりに努めることが必要。 

主に取り組ん

できたことと

課題 

・行政区について概要の案内だけでなく、転入者が居住する地区の具体

的な情報提供ができる仕組みが必要。 

・転入時に地区に加入しないと地域の方との交流が少ないか全くない状

況になる。配偶者が死亡し独居になった時に生活の困りごとが発生し

ても相談先がわからず課題が大きくなってしまうことがある。高齢者

が転入する時は地区に加入し、地域と交流を持つことの必要性を周知

する必要がある。 

 

基本目標２ かつやく・ほくと（健康で元気に活躍できるまち） 

「基本施策① 健康・生きがい・活躍の場づくり」についての課題 

第３次計画 

の方向性 

（地域や団体、行

政の取り組み） 

○ 高齢者や障がいのある人も個々のできる範囲でのボランティア活動や

就労を通じて、「生きがい」を持った生活ができるよう、社会に参画し

やすい仕組みを作る。また、個々が持つ能力を最大限に生かすには、

それぞれにあった活躍の場をコーディネートする必要がある。 

主に取り組ん

できたことと

課題 

・年々サポートリーダーの登録数を増やすことができているが、地域に

より登録者数に差があること、また登録者の高齢化により活動が出来

る人が限られてきていることから、今後も更なる増員を図る必要があ

る。 

・食生活改善推進員の新規会員を増やして活動の場をさらに増やしてい

くことが求められている。 

・認知症サポーターの養成数は増えているが、一般の方を増やす必要が

あり、一般向けの養成講座を継続して行う必要がある。また、キャラ

バンメイトのフォローアップも継続して行っていく必要がある。 

「基本施策② ボランティア活動の活性化」についての課題 

第３次計画 

の方向性 

（地域や団体、行

政の取り組み） 

○ 次世代を担う若者から豊かな経験を持つ元気な高齢者まで、幅広い世

代において地域を支える専門性の高い人材の育成に取り組むととも

に、ボランティア活動が生活の一部として行なわれる地域づくりにも

取り組む。 

○ 地域福祉における重要な役割を担うボランティア団体の活動を充実さ

せるためには、自主的な活動グループの立ち上げ支援や、団体ごとに

抱える課題に対する多様な支援を行う。 

主に取り組ん

できたことと

課題 

・年々ボランティア数は増加してきているが、よりボランティアが活動

しやすい支援が行えるよう受入施設の幅を広げるとともに、ポイント

制度の見直しも行いながら、ボランティア報酬のあり方と併せて活動

内容の検討をしていく必要がある。また、情報誌やセミナーについて

も、ボランティアや施設の声を反映できるような魅力ある冊子の作成

及びセミナーが開催できるよう取り組んでいく必要がある。 

・スタッフの高齢化、組織の維持が課題。 

・ボランティアボードを活用し、情報提供を行う。今後はさらに情報提

供できるよう、周知方法を工夫する必要がある。 
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基本目標３ あんしん・ほくと（誰もが安心して生活できるまち） 

「基本施策① 地域住民による防災・防犯対策の充実」についての課題 

第３次計画 

の方向性 

（地域や団体、行

政の取り組み） 

○高齢者や障がい者など、自ら避難することが困難な避難行動要支援者

を地域で把握し、適切かつ的確に避難支援が行える体制を整備する。 

○ 高齢者や障がい者など、消費者被害に遭いやすい人の見守り活動等を

地域全体で図る。 

主に取り組ん

できたことと

課題 

・市内地域において、災害に対する意識に大きな差ができているため、

一人ひとりの意識改革と市内全域での自主防災組織の育成が必要。 

・防災ママのネットワークを活用し、減災情報を市内の子育て世帯へ周

知する必要がある。 

「基本施策② 生活の不安を軽減する支援の充実」についての課題 

第３次計画 

の方向性 

（地域や団体、行

政の取り組み） 

○ 高齢者や障がい者など移動が困難な人に対して、買い物支援や移動支

援の充実、交通弱者にやさしい交通体系の整備を図る。 

○ 移動の不便さに伴う生活のしづらさの軽減策について、それぞれの地

域の実情に即した対応を検討し、宅配サービスや移動販売の利用、乗

り合いなど、新たな移動支援の取り組みを地域で実践する。 

○ 孤立する家庭や生活に困窮する世帯に対して、生活保護に至る前の段

階から早期に支援を行う体制の構築を図る。 

主に取り組ん

できたことと

課題 

・今後も買い物支援として、商工会、民生委員・児童委員と連携しなが

ら移動販売業者及び宅配事業者の情報収集を行い、情報提供に努める

ことが必要。 

・バスは自家用車に利便性で劣るため、いかにバスを利用してもらうか

について検討していく必要がある。 

「基本施策③ 相談体制・福祉サービスの充実」についての課題 

第３次計画 

の方向性 

（地域や団体、行

政の取り組み） 

○ 介助者同士の交流促進や相談事業の強化など、介助者の支援に取り組

む。 

○ 判断能力が不十分な人が適切にサービス等を受けられるよう、成年後

見制度など福祉制度の活用促進を図る。 

○ 行政では、利用者にとってわかりやすい情報の提供を行うとともに、

相談しやすい窓口づくりに取り組む。また、複合的な問題に対して総

合的に対応できるよう、福祉サービスの充実や質の向上、他機関との

連携による切れ目のない支援体制の構築に取り組む。 

主に取り組ん

できたことと

課題 

・多くの課題を抱える方が増加、思想もさまざまであり画一的な事業で

は対応できない場合がある。個々に対応できる地域の社会資源の創設

も必要。 

・介護者同士の交流の機会が少なくなっており、介護者の集いの場を通

して、交流の機会を作る必要がある。介護者の精神的負担の軽減が出

来るようにする。 

・成年後見制度利用を促進するための中核機関の設置に向け、関係機関

との協議を重ねていく必要がある。 
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第３章    計画のめざす方向 

 

 

 

１ 基本理念 

第３次計画では、北杜市に住むすべての人が、安心して暮らすことができるまちづ

くりを目指し、地域福祉の推進に取り組んできました。 

第４次計画では、第１次から第３次計画の考え方を踏襲しつつ、一層の地域福祉の

推進に取り組んでいきます。 
 

【 基 本 理 念 】 

 

 

 

 

 

 

「北杜市人口ビジョン」において、年少人口（15歳未満）は、昭和35年から平成22

年までの50年間で1/4減少し、生産年齢人口（15歳～64歳）は、近年まで横ばいで推移

してきているものの、平成22年以降は減少に転じ、今後も減少が続く見通しとなって

います。一方、老年人口（65歳以上）は、生産年齢人口が順次老年期に入っていくこ

と、また、豊かな自然環境を求めて転入が増加したことから、一貫して増加を続けて

います。特に若い世代が減少し続けることで、まちの活力低下が懸念されています。 

将来に亘って市民が幸せを実感するためには、大きく変化していく社会情勢を好機

として捉え、市民自らが地域の将来に着眼し、ポストコロナの社会を見据えた上で、

自らが地域につながり、地域住民や地域の課題を「我が事」として捉え、人と人、人

と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つながることで、連携して課題に取り組む地

域を創っていくことが必要です。 

このようなまちづくりを進めていくためには、地域住民をはじめ、地域を構成する

さまざまな主体や団体、行政が連携して、潜在している多様な福祉ニーズに対応して

いくことが必要です。誰もが安心して暮らせるように「市民・家庭」「地域の組織・団

体等」「行政」の三者がそれぞれの役割を担い、協力し、協働する地域の仕組みを構築

する「住民参加と支え合いのまちづくり」を進めていきます。 

 

誰もが安心して暮らせる 

住民参加と支え合いのまちづくり 
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２ 計画の基本目標 

基本理念の実現にあたり、次の４つを重点的な基本目標として設定し、基本目標別

に持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）と関連付けました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標１ ほがらかに地域を支える人づくり  

自分が暮らす身近な地域で起きている問題に対し

自ら参画し、地域全体で解決につなげていくことが重

要です。しかし、市民一人ひとりの意識も多様な中で、

目標に向かって意識を高めていくことは一筋縄では

いきません。そのため、市民の福祉意識をより高め、

地域での交流の機会を増やし、人と人との絆を強めて

いきます。さらに地域福祉コミュニティの醸成を図り、

地域での助け合い、支え合いを促進します。 

 

基本施策（１）助け合い、支え合うコミュニティづくり 

（２）地域を支えるボランティア活動の活性化 

（３）地域における見守り体制の強化 

 

 

  

北杜市で誰もが安心して暮らせるための４つの目標 

○ほがらかに地域を支える人づくり 

○くらしにとけ込む健康・生きがいづくり 

支援が必要な人に○とどく地域づくり 

さまざまな支援につながる○しくみづくり 

［持続可能な開発目標（SDGs）］ 
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基本目標２ くらしにとけ込む健康・生きがいづくり  

市民一人ひとりが地域の担い手として積極的に活

動に参加するため、子どもから高齢者まで、みんなが

生きがいを持って健康で元気に活躍できるまちづく

りに取り組みます。 

 

基本施策（１）健康づくりと生きがいづくりによる地域活動の推進 

 

 

 

 

基本目標３ 支援が必要な人にとどく地域づくり  

誰もが地域でいつまでも安心して暮らせるよう、災

害への備えとして、自助力、共助力向上のため公助の

支援を継続します。 

また、生活の不安を感じている人をはじめ、支援が

必要な人に、適切な支援が行き届く環境を整備します。 

 

基本施策（１）減災力の強いまちづくり 

（２）生活の不安を軽減する支援の充実 

（３）人権擁護と権利擁護の充実 

 

  

［持続可能な開発目標（SDGs）］ 

［持続可能な開発目標（SDGs）］ 
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基本目標４ さまざまな支援につながるしくみづくり  

誰もが福祉等の必要な情報が得られるよう、わかり

やすい情報提供を図るとともに、身近なところで気軽

に相談できる体制や複雑化・多様化する問題に対応す

る相談支援体制の充実を図り、さまざまな支援につな

げます。 

また、生活困窮者やひきこもり等、制度の狭間にい

る方に対し必要な支援ができるよう、関係機関等の支

援ネットワークづくりをさらに進めていきます。 

 

基本施策（１）包括的な相談・支援体制整備の充実 

（２）福祉情報の提供体制の充実 

（３）福祉サービスの充実 

 

 

 

 

※第４章では、上記の基本目標及び基本施策ごとに以下の三者のそれぞれの取り組みを示しま

した。 

 

市民・家庭 

地域の組織・団体等 

（民生委員・児童委員、行政区・自治会、ボランティア、ＮＰＯ、福祉施設・

福祉関係事業者、社会福祉協議会等） 

行政 

 

 

  

［持続可能な開発目標（SDGs）］ 
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１ ほがらかに地域
を支える人づく
り 

（２）生活の不安を軽減する支援の充実 

 

３ 体系図 

計画の全体像を示す体系図は、以下の通りです。第４章では施策ごとに「市民・家

庭」「地域の組織・団体等」「行政」の三者のそれぞれの役割を示しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

［ 基本理念 ］ ［ 基本施策 ］ ［ 基本目標 ］

誰
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
住
民
参
加
と
支
え
合
い
の
ま
ち
づ
く
り 

（１）助け合い、支え合うコミュニティづくり 

（２）地域を支えるボランティア活動の活性化 

（３）地域における見守り体制の強化 

（１）健康づくりと生きがいづくりによる 
地域活動の推進 

（１）減災力の強いまちづくり 

（３）人権擁護と権利擁護の充実 

（２）福祉情報の提供体制の充実 

（３）福祉サービスの充実 

（１）包括的な相談・支援体制整備の充実 

３ 支援が必要な人
にとどく地域づ
くり 

４ さまざまな支援
につながるしく
みづくり 

２ くらしにとけ込
む健康・生きが
いづくり 
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％

仕事などで時間が合わない

近所の方と会う機会がない

近所付き合いはしたいが、

つい消極的になってしまう

近所の方がそっけない

近所付き合いが煩わしい

その他

無回答

43.8

63.6

7.1

5.7

17.3

14.8

0.4

44.4

59.8

12.4

6.0

12.8

6.4

3.8

0 20 40 60 80 100

令和３年度調査

（回答者数 = 283）

平成27年度調査

（回答者数 = 234）

 

第４章    各主体が取り組む行動計画 

 

 

 

基本目標１ ほがらかに地域を支える人づくり 

「基本目標１ ほがらかに地域を支える人づくり」に該当するアンケート調査等か

らの現状と課題は以下の通りです。 

 

【 市民アンケート調査からの現状 】 

・「あいさつや近所付き合いがほとんどない理由」について、「近所の方と会う機会が

ない」が63.6％と最も高くなっています。（図参照） 

・「地域のつながりを深める為にはどうしたらよいか」について、「行政区または自治

会等の団体に加入する」が35.8％、「環境・美化に力を入れる」が29.2％、「コミュ

ニティや集まる場をつくる」が26.3％、「地域の人が集まるきっかけをつくる（イ

ベント開催）」が24.6％となっています。（図参照） 

・「地域内で困っている世帯に対して、手助けしていること」について、「安否確認の

声かけ」が18.6％と最も高くなっており、次いで「話し相手」が17.2％となってい

ます。また、「地域内で困っている世帯に対して、手助けできること」について、

「安否確認の声かけ」が47.9％と最も高くなっており、次いで「日用品などのちょ

っとした買い物」が38.8％となっています。 

・「行政区または自治会に加入していない理由」について、「行政区または自治会から

の勧誘・接点がない」が22.7％と最も高くなっています。（図参照） 

 

近所付き合いをほとんどしない理由 
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回答者数 = 818 ％

あいさつ、声かけをする

ご近所さんや地域のことを知

る

身近な人と信頼関係を築く

行政区または自治会等の

団体に加入する

趣味などを通じて

つながりつくる

地縁の活動に積極的に

参加してみる

課題を解決する中で

つながりをつくる

他の人とのつなぎ役になる

コミュニティや集まる場をつ

くる

地域の人が集まるきっかけを

つくる（イベント開催）

子どもや若い世代と積極的に

関わる

情報を積極的に得、

発信していく

まちの良いところを発信し、

共有する

自分にできることを発信して

いく

他人や行政任せにせず、

できることをする

地域の担い手を育成する

子育てに積極的に関わる

学校に地域の人が関わる

環境・美化に力を入れる

その他

無回答

83.4

45.6

46.0

35.8

35.5

27.4

11.7

8.3

26.3

24.6

22.5

15.2

14.1

15.8

21.5

13.8

8.8

12.6

29.2

3.7

4.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 =

154 14.3 22.7 12.3 9.1 8.4 24.0 9.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 

地域のつながりを深める為にはどうしたらよいと思うか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政区または自治会に加入していない理由 

 

 

  

 

 

 

 

行政区または自治会のことが分からない

行政区または自治会からの勧誘・接点がない

負担が大きい

近所付き合いが希薄

忙しい

その他

無回答
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回答者数 = 239 ％

( ひとつの世帯で）分野をま

たがる複合的な困難を抱える

ケースが増えている

対象者だけではなく、世帯全

体への支援の必要なケースが

増えている

地域のつながりが薄れ、

孤立した世帯が増えている

その他

無回答

22.6

26.8

60.7

29.3

7.9

0 20 40 60 80 100

 

【 民生児童委員・地区代表・各種団体調査からの現状 】 

・「これからの北杜市の福祉は何を重点にすべきか」について、「住民がお互いに助け

合えるまちづくり」が46.0％と最も高くなっています。 

・「地域住民から受ける相談内容の最近の傾向」について、「地域のつながりが薄れ、

孤立した世帯が増えている」が60.7％と最も高くなっています。（図参照） 

・「市や地域の課題」は、「ひとり暮らし高齢者の増加」が69.9％と最も高くなってお

り、次いで「地域活動への参加者の高齢化（減少）」が67.8％となっています。 

 

地域住民から受ける相談内容の最近の傾向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 市民が行政区に加入することを促進するため、活動に必要な情報や、必要な知識

を丁寧に周知していくことが必要です。 

○ 仕事や子育て等で時間的なゆとりが少なくなる中、地域活動に対する負担の軽減

や役割の明確化を図りつつ、福祉活動に関わる人材の育成が必要です。 

○ 地域活動を活性化させていくうえで、活動の横のつながりや情報共有が重要であ

り、地域における活動の機会や拠点となる場の整備が必要です。 

○ 多くの人が地域で助け合える関係になるためには、まずは一人ひとりが周囲を気

にかけ、見守り、気づき、声を掛け合うことが大切です。 

○ さまざまな分野における地域課題を解決していくためには、地域住民、地域活動

者、市内事業所等との連携・協働の体制を構築していくことが必要です。 

○ 新たな日常生活の中、地域活動への参加のきっかけとなるよう、交流や体験を通

して、地域の生活課題や地域活動に対する市民の理解を深めていくことが必要です。 

○ 市民や団体等が福祉に関する情報を容易に取得できるよう、分かりやすい情報発

信に取り組むことが必要です。 

○ 団体間の情報共有や活動のPR、具体的な活動へつなげる研修等を行い、意識の向

上や福祉課題を解決する担い手につながるよう支援や取り組みを進めていくこと

が必要です。  

〔 課題 〕 
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（１）助け合い、支え合うコミュニティづくり  

誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、日頃から近所付き合いの

中で声かけや見守り、地域活動への参加などを通じて、何かあったときには助け合え

る地域づくりを進めます。 

現在のコロナ禍の現状を踏まえ、感染対策を意識しつつ、地域福祉活動を通して住

民同士がつながり続け、「地域福祉」とは何かということを発信し、理解を深めてもら

うための活動を広げます。 

 

【 施策の方向性 】 

○ 転入者への行政区加入の促進 

○ 多世代が交流する機会の促進 

○ 地域での居場所づくりの推進 

 

 

 

 

市民・家庭の取り組み 

〇 積極的なあいさつや声かけを行い、地域のつながりを深めましょう。 

○ 行政区の役割や活動について関心を持ちましょう。 

○ 地区・組・班等の行政区へ加入しましょう。 

○ 広報・ホームページ・CATV・区長文書などの情報を確認しましょう。 

○ 地域活動について、SNS など新たな媒体を使った情報入手、情報発信に努めまし

ょう。  

○ 地域福祉に関心を持ちましょう。 

○ 地域福祉に関する講演会等に積極的に参加しましょう。 

○ 地域活動に積極的に参加しましょう。  

○ 多世代が地域活動に気軽に参加しやすい雰囲気をつくりましょう。  

○ 交流の場や機会に参加しましょう。 
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地域の組織・団体等の取り組み 

〇 地域住民に対し、行政区の役割や必要性などの理解を深める活動を行いましょう。 

○ 行政区未加入者に対し、日ごろからの接点をもつように心がけましょう。  

○ 回覧板や地域の会合などで、福祉の情報について共有しましょう。  

○ 地域で行える福祉の取り組みを検討し、地域で実施していきましょう。 

○ 参加しやすい行事の開催を検討し、地域内の交流を深めましょう。  

○ 多世代が地域で集まれる場づくりに取り組みましょう。  

○ 地域での交流を通じて、顔の見える関係をつくりましょう。 

 

 

行政の取り組み 

○ 転入者への行政区加入の促進（総務課・市民サービス課・福祉課・環境課・各支

所地域市民課） 

・転入者が転入手続きで来庁した際に、地区や区長などの紹介を行います。また、地区の

ルールに沿ったごみの排出を促します。 

・「行政区への加入の案内」や「ふくし相談ガイド」を配布します。  

・行政区の役割や活動内容等の説明を実施し、加入を促進します。 

・行政区や自治会の現状について、各地域の動向を把握します。  

・行政区の加入を促進するための取り組みについて、支援方法等を検討します。 

○ 多世代が交流する機会の促進（生涯学習課・子育て政策課・ネウボラ推進課） 

・地域の多様な主体が連携し、交流機会の場を検討し確保します。  

・親子で開催できるスポーツや文化行事を開催します。  

・地域住民と子どもの交流ができる催しなどの開催を検討します。 

○ 地域での居場所づくりの推進（介護支援課・福祉課・子育て政策課・ネウボラ推

進課） 

・「つどいの広場」事業を推進し、お母さん同士のふれあいのひとときをつくります。 

・子どもたちの放課後の安全安心な居場所として放課後児童クラブ、児童館の運営を推

進します。 

・住民主体による「高齢者通いの場事業」や、多様な運営主体による地域の「集いの場」

の立ち上げや育成を支援します。  
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（２）地域を支えるボランティア活動の活性化  

地域福祉活動に参加するきっかけとして、社会福祉協議会と連携し、住民に対して

ボランティア活動や地域活動の啓発活動を行い、参加の促進につなげます。 

また、ボランティアセンターにおける担い手と受け手をつなぐ（マッチング）機能

を強化していきます。 

なお、感染対策を意識しつつ、新たな日常生活の中で地域福祉活動を工夫しながら

継続していくことを推進します。 

 

【 施策の方向性 】 

○ ボランティアの育成と活動の推進 

○ 地域、関係団体の連携と協働 

○ 地域福祉を通じた企業等とのつながりづくり 

○ 福祉の取り組みをつなぐネットワークづくり 

○ 小中学校におけるボランティア活動・福祉教育の推進 

 

 

※「ボランティア活動」は、自発的に他者や社会のために行う活動のことです。また、誰も

が暮らしやすい豊かな社会をめざして、さまざまな人や団体とつながり、ネットワーク

をつくりながら、社会の課題解決に取り組む活動です。ボランティア活動は「自発性」を

入り口として、出口は「他者とのつながり」、「自分自身の変化」、「互いに支え合う関係の

構築」など、自分の成長を実感することができる活動です。 

※「地域活動」は、よりよい地域づくりのため市民やボランティアが中心となり、地域の課

題に取り組む活動のことを言います。 

 

 

市民・家庭の取り組み 

○ ボランティア活動の情報について関心を持ちましょう。  

○ 興味のある分野や身近なボランティア活動に積極的に取り組みましょう。  

○ ボランティアの養成制度を活用し、講座に参加しましょう。  

○ ボランティア団体が開催しているイベントなどに足を運びましょう。 
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地域の組織・団体等の取り組み 

○ ボランティア活動の参加を促進しましょう。  

○ 地域で行われているボランティア活動について地域住民や市内事業所、企業等で

情報を共有しましょう。  

○ 地域でできること、地域で不足していることを把握して、新たなボランティア団

体の設立を検討しましょう。  

○ 市内で活躍しているボランティア団体の活動を参考にして、自分の地域でも取り

組みが広げられないか検討しましょう。  

○ 地域で活動するボランティア団体同士の連携や行政との連携を図りましょう。 

〇 ボランティアの受け手と支え手の状況を把握し、ボランティア活動の活性化と円

滑なマッチングを推進しましょう。 

〇 ボランティア同士の交流の場を創出しましょう。 

〇 若年層がボランティア活動へ参加しやすい環境づくりを検討しましょう。 

 

行政の取り組み 

○ ボランティアの育成と活動の推進（健康増進課・介護支援課・福祉課・生涯学習課） 

・社会福祉協議会と連携し、各種ボランティア制度・活動の周知を図ります。また、ボラ

ンティア養成事業を引き続き支援します。  

・介護支援ボランティアを養成し、高齢者のボランティア活動を支援します。 

・ゲートキーパーの養成とともに、認定や更新を行い、ゲートキーパーの組織化を検討

します。 

・生涯学習事業の拡充を図り、人材バンクの登録者が活躍できる場を創出し、人材活用

を図る体制づくりを検討します。 

○ 地域、関係団体の連携と協働（福祉課） 

・社会福祉協議会と連携し、福祉団体やボランティア団体の活動を周知します。 

○ 地域福祉を通じた企業等とのつながりづくり（福祉課・商工･食農課） 

・地域と企業がボランティア活動情報を共有できる仕組みづくりを検討します。 

○ 福祉の取り組みをつなぐネットワークづくり（介護支援課・福祉課・子育て政策

課） 

・各種団体や関係機関で連絡会等を開催し、ネットワークづくりを推進します。  

○ 小中学校におけるボランティア活動・福祉教育の推進（福祉課） 

・社会福祉協議会と連携し、子どもの頃から福祉への関心を高め、地域福祉について学

ぶ機会を設けます。 
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（３）地域における見守り体制の強化  

見守り等を必要とする方の的確な把握とサービスにつなげられるように、関係機関・

団体との連携を強化するとともに、さまざまな見守り・支え合い活動をコーディネー

トしていきます。 

また、高齢者や障がい者、子育て中の人など、誰もが住み慣れた地域で安心して暮

らし続けられるよう、いざとなったときに助け合える地域づくりを進めます。 

 

【 施策の方向性 】 

○ 地域の見守り体制の強化と助け合いの促進 

○ 緊急通報システムの普及促進 

 

 

  

 

市民・家庭の取り組み 

○ 困ったことがある場合、近所の人に相談してみましょう。  

○ 近所で困っている人を見たらひと声かけて、自分でできることをしましょう。 

○ 日ごろから困った時に相談できる人・場所をつくっておきましょう。 

○ 日ごろから自ら挨拶をすることを心掛けましょう。 

○ 防犯に関する情報に関心をもち、個人でできる対策に取り組みましょう。  

○ 詐欺の被害にあわないよう、一人で悩まず、必ず相談しましょう。 

 

 

地域の組織・団体等の取り組み 

○ 日ごろから挨拶を励行するなど、助け合いが気軽に行われる風土づくりに取り組

みましょう。  

○ 地域で困っている人の情報を把握し、できる支援を地域で考えていきましょう。  

○ 地域課題を発見・共有し、主体的に話し合う場を作りましょう。  
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行政の取り組み 

○ 地域の見守り体制の強化と助け合いの促進（介護支援課・福祉課・子育て政策課・

ネウボラ推進課） 

・放課後の子どもたちの見守りと安全な居場所づくりに取り組みます。  

・地域の身近な見守りや助け合いが大切であることを啓発していきます。  

・あんきじゃんネットワーク事業を推進していきます。 

○ 緊急通報システムの普及促進（福祉課） 

・一人暮らしの虚弱な高齢者等に緊急時の通報ができるシステムの配備を推進します。  

・ＮＰＯ法人と連携して、24時間365日の通報・相談に対応します。  

 

 

【基本目標１ 成果指標】 

計画策定年度に把握した数値を基準値として、計画の終期である令和８年度におけ

る目標数値を示しています。 

 

指標名（基本目標） 
基準値 

（令和２年度） 

目標値 

（令和８年度） 

地域内で困っている世帯に対して、手助
けしている人の割合 

※「令和３年度実施 市民アンケート調査」から 

33.1％ 38.1％ 

 

指標名（施策） 
基準値 

（令和２年度） 

目標値 

（令和８年度） 

行政区加入率 

※庁内資料（総務課総務担当）から 
69.6％ 72.6％ 

ボランティア新規登録者数 

※北杜市社会福祉協議会資料から 
50 110 

高齢者の住民主体の通いの場の設置数 

※「第６次北杜市老人福祉計画・介護保険事業計画」

から 

44 62 
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あんきじゃんネットワーク事業 

「あんきじゃん」とは「安心だね」、「ネットワー

ク」とは「つながり」という意味があります。 

民間事業者が、宅配などの通常の業務の中で、地

域住民の異変に気付いた場合に市へ連絡してもら

い、緊急性がある場合は、直接、警察署や消防署

に通報してもらいます。 

連絡を受けた市は通報対象者が地域包括支援セ

ンターなどと関りがあるか等を確認し、各課や民

生委員・児童委員と連携を取りながら必要な支援

を行います。                        

関係者連絡会議のようす 
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回答者数 = 818 ％

高齢者関係（友愛訪問、クラ

ブ活動等への協力支援や

施設訪問交流など）

障がい者関係（手話や車椅子

補助など社会参加・生活支援

や施設訪問交流など）

子育て関係（託児、育児相談

や育児サークルなどの支援や

施設訪問交流など）

保健・医療関係（健康教室等

の支援・指導、通院支援や

病院訪問交流など）

青少年関係（悩み相談や交

流、地域子供会活動等による

健全育成支援など）

環境関係（自然愛護や

美化運動、リサイクル運動な

ど）

災害関係（被災地におけるが

れき撤去、側溝の泥上げ、

地域活動支援など）

その他

無回答

11.6

3.7

5.7

1.8

2.6

28.7

10.9

9.3

48.8

0 20 40 60 80 100

 

基本目標２ くらしにとけ込む健康・生きがいづくり 

「基本目標２ くらしにとけ込む健康・生きがいづくり」に該当するアンケート調

査等からの現状と課題は以下の通りです。 

 

【 市民アンケート調査からの現状 】 

・「ボランティア活動や地域の活動に過去３年間で参加したものがあるか」について、

「環境関係（自然愛護や美化運動、リサイクル活動など）」が28.7％と最も高く、

次いで「高齢者関係（友愛訪問、クラブ活動等への協力支援や施設訪問交流など）」

が11.6％となっています。（図参照） 

・「今後この地域でボランティア活動や地域の活動が盛んになるためには、どんな方

策が必要だと思うか」について、「活動に必要な知識、情報の提供」が46.0％と最

も高く、次いで「意識を高めるための広報、啓発」が28.7％となっています。（図

参照） 

 

過去３年以内に行ったボランティア活動や地域の活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 
43 

回答者数 = 818 ％

活動に必要な知識、情報の提

供

学校でのボランティア教育の

推進

意識を高めるための広報、啓

発

市民活動相談窓口の充実

活動拠点の整備や活動場所の

確保

講演会やセミナー、学習会の

開催

リーダー（指導者）やアドバ

イザー（助言者）、コーディ

ネーター（調整者）の育成

市民活動の社会的評価の向上

ボランティア休暇や休暇制度

の普及

市民活動の活動者や団体への

経済的支援

活動者同志の交流や情報交換

の促進

市民活動の組織化や

ＮＰＯ法人化への支援

ＮＰＯ法人への寄付による

税優遇措置

市民活動は自主的な

活動なので、何もしなくてよ

い

その他

わからない

参加したいと思わない

無回答

46.0

26.9

28.7

20.2

21.1

13.7

24.1

13.9

16.5

23.5

18.0

9.8

7.3

3.3

5.7

10.8

4.8

7.6

0 20 40 60 80 100

 

今後この地域でボランティア活動や地域の活動が盛んになるための方策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ どのような立場にある人でも、社会参加により生きがいづくりができるような環

境が必要です。 

○ 認知症予防を進めるとともに、地域住民や地域資源、関係者などと協力し、家族

介護を含めた支援体制の強化が必要です。 

  

〔 課題 〕 
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（１）健康づくりと生きがいづくりによる地域活動の推進  

「人生100年時代」を見据え、健康で充実した人生を過ごすことができる社会を築い

ていくことが重要です。地域全体が活性化するよう、趣味や教養の向上に関する講座

の実施やサークル活動の支援を行うとともに、気軽に集まり、活動できる場を提供す

るなど、健康づくりと生きがいづくりを推進します。 

 

【 施策の方向性 】 

○ 健康づくり、生きがいづくりの啓発・取り組み支援 

 

 

   

 

市民・家庭の取り組み 

○ 一人ひとりに合わせた生活習慣の改善や運動習慣の確立に努めましょう。  

○ 各種健診を受けて、病気の早期発見に努めましょう。  

○ 地域の健康づくりの行事に積極的に参加しましょう。  

○ 介護予防サポートリーダーや認知症サポーターの養成講座に参加して、地域介護

予防活動に貢献し、サポートしましょう。  

○ 生涯学習を通じて何歳になっても学ぶ気持ちを大切にしましょう。 

○ 自らが学んだ事をはじめ地域貢献できることを考え、行動に移しましょう。 

 

 

地域の組織・団体等の取り組み 

○ 地域で行える自主的な健康づくりの取り組みを検討しましょう。  

○ 健康づくり、生きがいづくりに関する情報を地域内で共有しましょう。  

○ 学んだことを活かせる場をつくっていきましょう。 
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行政の取り組み 

○ 健康づくり、生きがいづくりの啓発・取り組み支援（健康増進課・介護支援課・

ネウボラ推進課・生涯学習課） 

・地域による健康づくりの取り組みを支援します。 

・健康増進計画に基づき、市民、地域、行政が連携して地域の健康づくりを推進します。  

・健康づくりや規則正しい生活習慣についての普及啓発を図ります。  

・年齢ステージごとの健康情報を掲載した「健康ガイドブック」の作成を検討します。 

・地域の保健福祉事業の普及と実践に努める地域活動グループ等の人材や組織の養成に

努めます。  

・保健福祉推進員や食生活改善推進員の組織を育成し、健康情報の周知と普及を進めて

いきます。 

・地域の組織である民生委員・児童委員協議会や愛育会、子どもクラブ連合会等と連携

し、健康情報についての更なる普及活動を推進します。 

・介護予防、フレイル予防、認知症予防事業の取り組みを支援します。 

・介護予防サポートリーダー、認知症サポーターの養成講座を開催します。  

・高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施における取り組みを推進します。 

・市民ニーズの把握や関係団体の協力により、市民が望む生涯学習講座の開催について

検討します。 

 

【基本目標２ 成果指標】 

計画策定年度に把握した数値を基準値として、計画の終期である令和８年度におけ

る目標数値を示しています。 

 

指標名（基本目標） 
基準値 

（令和２年度） 

目標値 

（令和８年度） 

ボランティア活動や地域の活動に過去３
年間で参加した人の割合 

※「令和３年度実施 市民アンケート調査」から 

41.9％ 44.9％ 

 

指標名（施策） 
基準値 

（令和２年度） 

目標値 

（令和８年度） 

特定健診受診率 

※「第３次北杜市健康増進計画」から 
25.6％ 50.0％ 

生涯学習講座開催事業参加者数 

※庁内資料（生涯学習課社会教育担当）から 
1,555 人 4,000 人 

  



     

 
46 

回答者数 = 818 ％

料理・掃除・洗濯などの家事

買い物

通院

庭木の手入れ、草むしり

ごみ出し

金銭の管理

役所や銀行などの手続き

緊急時の子どもや高齢者、

障がいのある方などの預かり

近所や地域との付き合い

犯罪に巻き込まれること

訪問販売や電話セールスなど

火事・地震・水害・土砂崩れ

などの災害

雨漏りや老朽化などの住宅に

関すること

その他

困りごとは特にない

無回答

4.9

8.2

8.8

15.5

6.2

2.2

6.1

8.3

9.8

15.4

13.3

33.6

12.3

4.3

32.0

5.1

0 20 40 60 80 100

 

基本目標３ 支援が必要な人にとどく地域づくり 

「基本目標３ 支援が必要な人にとどく地域づくり」に該当するアンケート調査等

からの現状と課題は以下の通りです。 

 

【 市民アンケート調査からの現状 】 

・「日常生活の中で、悩みや不安に感じていること」について、「火事・地震・水害・

土砂崩れなどの災害」が33.6％、「犯罪に巻き込まれること」が15.4％、「訪問販売

や電話セールスなど」が13.3％となっています。（図参照） 

 

日常生活の中で、悩みや不安に感じていること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



     

 
47 

回答者数 =

　 47 57.4 42.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 

・「避難行動要支援者名簿」について、「知らない」が66.3％となっています。 

・「災害時に地域の住民同士が協力し合えるためには、どのようなことが必要か」に

ついて、「支援が必要な人の手助けを地域みんなで考える」が57.6％と最も高く、

次いで「地域内での自主防災組織づくり」が40.8％となっています。 
 

【 市窓口・相談支援機関調査からの現状 】 

・「「制度の狭間」や「複合多問題」といった福祉課題を抱えた個人や世帯について、

相談を受けたことがあるか」について、「ある」が57.4%と最も高くなっています。

（図参照） 

・「個人や世帯が抱える福祉課題が通常関わる業務範囲以外の内容である場合、どの

ように対応しているか」について、「福祉課題に合致する市の担当部署や相談支援

機関に連絡し、それぞれで対応している」が66.7％と最も高く、次いで「福祉課題

を抱えた個人等に市の担当部署や相談支援機関を伝え、担当部署等に直接相談して

もらっている」が50.0％となっています。 
 

「制度の狭間」や「複合多問題」といった福祉課題を抱えた 

個人や世帯について、相談を受けたことの有無 

 

 

 

 

 

 

 

〇 災害による被害をできるだけ少なくするため、日ごろから自分でできること、地

域でできることを考え、準備しておくことが必要です。 

○ 自主防災組織をはじめ、地域特性に応じた、災害発生時や避難所などでの支援体

制の充実が必要です。 

○ 市民一人ひとりの防災・減災意識を高め、「情報伝達方法」「地域での協力体制」

など、地域で支援の必要な人を支援していく仕組みや日頃からの体制・関係作りが

必要です。 

○ 近隣住民同士の交流や見守り、声かけなど、日ごろから地域のつながりを強め、

誰もが安心して暮らすことのできる地域をつくることが必要です。 

○ 高齢者など、移動が困難な人のための公共交通やデマンドバス等の移送支援策の

周知と利用しやすい環境づくりが必要です。 

○ 身近な地域で安心して暮らしていけるよう、住まいの確保や居場所づくりの充実

を図ることも必要です。 

〔 課題 〕 

ある ない 無回答
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（１）減災力の強いまちづくり  

災害時や緊急時においては、自助、共助による地域住民相互の支え合い・助け合いが重

要であるため、住民一人ひとりが「”命”や”財産”を守るための自主対策」が行えるよ

う自助力の向上を図るとともに、地域内で助け合う共助力の向上を促進します。  

また、災害時における要支援者の逃げ遅れを防ぐため、避難行動要支援者個別計画

の策定を支援し、共助力の強化を図ります。 

 

【 施策の方向性 】 

○ 自主防災組織の結成促進 

○ 災害時における要配慮者の支援 

○ 防災・減災教育 

○ 子育て世帯の防災・減災体制の充実 

 

 

   

 

市民・家庭の取り組み 

○ 日ごろから隣近所でコミュニケーションを図り、緊急時に助け合える体制の基礎

をつくりましょう。  

○ 日ごろから防災・減災に関する情報に関心をもち、災害備蓄品の準備や避難所の

把握などを行い、災害時に主体的に行動できるよう、「命を守る」対策に取り組

みましょう。  

○ 日ごろから、家庭の中で、災害に対する備えや対策を話し合いましょう。  

○ 家族で話し合い避難行動や非常持ち出し品の準備をするとともに、防災訓練に積

極的に参加しましょう。 

〇 マイ・タイムラインを作成しましょう。 

○ 地域での見守り活動や自主防災組織の活動に協力しましょう。  

○ 避難行動要支援者登録制度について理解し、災害時には支援者にもなりましょう。  

 

※「マイ・タイムライン」とは、住民一人ひとりのタイムライン（防災行動計画）であり、

台風等の接近による大雨によって河川の水位が上昇する時に、自分自身がとる標準的な

防災行動を時系列的に整理し、自ら考え命を守る避難行動のための一助とするものです。 
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地域の組織・団体等の取り組み 

○ 地域の防災・減災について理解を共有し、平常時から地域内の連携を図りましょ

う。  

○ 災害に備えて、災害に対する備えや対策を話し合いましょう。  

○ 地域で防災訓練や避難誘導訓練などを行い、参加を呼びかけましょう。  

○ 災害時に支援が必要な人の把握に努め、避難行動要支援者への登録を促しましょ

う。また、地域内で共有を図りましょう。  

○ 地域の実情に即した防災マップの作成を検討するなど、地域の自主的な活動に取

り組みましょう。 

○ 市内事業所において、災害時に地域活動の担い手としてできること話し合いまし

ょう。 

 

 

行政の取り組み 

○ 自主防災組織の結成促進（消防防災課） 

・出前塾、減災リーダー育成事業を継続して実施し、自主防災組織の充実を図ります。 

・減災の意識高揚を目的とした「出前講座」を支援します。  

・住民主体の防災・減災対策を意欲的に推進できる人材の育成を推進します。 

○ 災害時における要配慮者の支援（消防防災課・介護支援課・福祉課） 

・地域の会合や民生委員・児童委員等を通じて、「避難行動要支援者」の周知や登録の推

進等を実施します。  

〇 防災・減災教育（消防防災課） 

・総合学習で、非常時の備蓄やトイレの重要性、消火訓練、ハザードマップの見方など

の教育を実施します。 

○ 子育て世帯の防災・減災体制の充実（消防防災課・子育て政策課・ネウボラ推進

課） 

・防災訓練を通じて、乳幼児、子ども、子育て世帯向けの災害対策の必要性や、世帯に応

じた備えの重要性を啓発します。  

・子育て世代の自主的な防災活動の取り組みを支援します。 
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（２）生活の不安を軽減する支援の充実  

制度の狭間にいる人だけでなく、高齢者、障がい者、子どもなど、地域で生活の不

安を感じている人の課題は複合的で複雑なものとなっています。誰もが安心して地域

で暮らせるよう、支援が必要な人に対し、それぞれの状況に応じて適切な支援が行き

届くよう、地域で支え合うことができる環境の整備を進めます。 

また、移動が困難な人のための公共交通や移動支援サービスの充実、子ども連れや

高齢者等に配慮した施設の整備など、誰もが利用しやすい施設の整備を進めます。 

 

【 施策の方向性 】 

○ 地域医療体制の充実 

○ 移動販売等の買い物支援の促進 

○ 移動手段の確保・充実 

○ ユニバーサルデザインの推進 

○ 防犯対策事業の推進 

○ 生活困窮者自立支援の充実 

○ 子どもの貧困対策の推進 

 

 

   

 

市民・家庭の取り組み 

○ 近所で移動に困っている人がいたら、買い物の代行や病院までの送迎など、お互

いにできる範囲で助け合いましょう。  

○ 困ったことがある場合、一人で悩まず気軽に相談をしましょう。また、周囲に援

助を要する人がいないか気を配りましょう。 

○ 防犯に関する情報に関心をもち、個人でできる対策に取り組み、地域の異常に気

づきましょう。 

○ 万一の時に備えて救急医療情報キットを整備しましょう。 

 

 

※「救急医療情報キット」とは、対象者の医療情報等の必要な情報を記載したキットを冷蔵

庫のボトルスタンド（扉のポケット）に入れておき、災害時等で助けに入った救急隊や医

療関係者が的確な対応を円滑に行うためのものです。 
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地域の組織・団体等の取り組み 

○ 地域の中で移動に困っている人の情報を把握しましょう。  

○ 移動販売などの買い物支援サービスや福祉有償運送などの移送サービスの情報

を共有しましょう。  

○ 高齢者世帯など交通弱者への対応について、自主的にできる活動を検討し、地域

を挙げて取り組んでいきましょう。 

○ 子どもの学習支援や居場所の確保をしていきましょう。  

○ 防犯パトロールなど、地域の自主的な活動に取り組みましょう。 

〇 救急医療キットの整備を促進しましょう。 

 

 

行政の取り組み 

○ 地域医療体制の充実（健康増進課） 

・住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、地域の医療機関相互の連携を強

化し、在宅医療、救急医療、災害医療への対応を強化するとともに、市立病院及び市立

診療所の経営の健全化を図ります。 

・医師･看護師などの医療スタッフの確保に努めることで、市民に提供する医療体制の充

実を図ります。 

○ 移動販売等の買い物支援の促進（商工･食農課）  

・移動手段が乏しく、日常の買い物が不便な人の動向を把握します。  

・買い物支援として、移動販売や宅配等の情報提供を行います。  

・移動販売や宅配等に取り組む事業への支援策を検討します。 

○ 移動手段の確保・充実（企画課・福祉課・介護支援課） 

・高齢者をはじめとした交通弱者に対する移送サービスを紹介します。  

・「※北杜市地域公共交通網形成計画」に基づいて運行の見直しを行うとともに、既に実

施している「バスの乗り方出前講座」等により、市民バスの利用促進を図ります。 

 ※令和5年度以降は、北杜市地域公共交通計画（令和５年３月策定予定）に移行します。 

○ ユニバーサルデザインの推進（全庁） 

・「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」等に基づき、ユニバーサル

デザインの考え方を踏まえながら、全ての人が利用しやすい公共施設等の整備を推進

します。 

・誰もが平等に情報に接し、利用することができるように、ユニバーサルデザインに配

慮した広報紙の発行や市ホームページの作成を行います。 
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○ 防犯対策事業の推進（消防防災課） 

・犯罪等を未然に防止するため、防犯灯を地域からの要望により適切に支給していくと

ともに、警察署と連携し啓発活動を実施します。 

○ 生活困窮者自立支援の充実（福祉課） 

・生活と就労などの相談窓口の周知により、相談しやすい環境づくりを推進します。 

・一人ひとりの状況に応じた自立支援に取り組みます。  

・困窮者の自立に向けた地域のネットワークづくり、社会資源の開発に努めます。 

・「働きづらさ」を抱えた方へ、就労前の準備や職場体験を行う就労準備支援事業の取り

組みを行うことで、日常生活の自立から一般就労へ向けた段階的な支援をします。 

・家計状況の「見える化」と家計が行き詰まる根本的な課題を把握し、利用者自らが家計

を把握できるようにするための「家計改善支援事業」に取り組みます。 

・ほくとハッピーワークとの連携を強化することで、就労支援とともに各種支援制度の

活用に取り組みます。 

・離職などにより、住居を失った方、または失うおそれのある方へ、一定期間家賃相当額

（住宅扶助基準額）を支給する住宅確保給付金を実施し、生活の土台となる住居を整

えるなかで並行して就職にむけた就労活動を推進します。 

・ひきこもり支援として、ひきこもりサポーター養成・派遣事業を推進します。また、当

事者や家族へのサポート体制の基盤の強化を図り、ひきこもり当事者や家族が参加で

きる「居場所づくり」に積極的に取り組みます。 

○ 子どもの貧困対策の推進（福祉課・ネウボラ推進課・教育総務課） 

・子どもが生まれ育った環境によって左右されることのないよう、学習、生活、就労など

多方面で連携した子どもの貧困対策を進めます。 

・子どもの貧困の連鎖を防止するため、生活保護受給世帯を含む生活困窮世帯の子ども

に対し、学習会開催による学習支援や生活支援を推進し、子どもが安心できる居場所

づくりの確保に取り組みます。 
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（３）人権擁護と権利擁護の充実  

誰もが安心して暮らせるよう、高齢者、障がい者及び児童の虐待防止など人権擁護

と権利擁護を基本とし、地域に関わるすべての人々が主役となって社会的に弱い立場

におかれた人の権利を守るための取り組みを推進していくことが必要です。 

認知症高齢者や知的障がい者、精神障がい者など、自分で判断することが難しい人

について、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が、身の回りに配慮しながら財

産の管理や福祉サービス等の契約を行い、本人の権利を守り生活を支援する制度が成

年後見制度です。 

判断能力が十分でない人は、不動産や預貯金などの財産管理や、身の回りの介助の

ための介護サービス又は施設への入所などに関する契約を結ぶ必要があっても、自分

で行うことが難しい場合があります。また、自分に不利益であっても判断ができずに

契約を結んでしまい、消費者被害に遭うおそれもあります。このような判断能力が十

分でない人を成年後見人等が保護し、本人に代わって財産管理や契約行為などの支援

を行います。 

市内には多くの高齢者や障がい者が生活されており、今後も、サービスの利用援助

や財産管理、日常生活上の援助など権利擁護に関する支援や相談が増加していくこと

が予想されます。 

成年後見制度は、こうした人々の権利と利益を守る上で重要なものであり、制度の

更なる啓発及び円滑な利用に向けた支援を推進していきます。 

本市では、成年後見制度についての施策を進めるため、本計画と北杜市成年後見制

度利用促進基本計画を一体的に策定し、取り組むものです。 

また、従来に比べ家族構成も大きく変わる中、本来大人が担うとされる家事や家族

の世話などを日常的に行っている子どもとして「ヤングケアラー」の問題がクローズ

アップされています。生活や学校、将来への影響が懸念されることから、早期に発見

し支援する体制づくりが求められています。 

 
 

 

○ 支援が必要な人を地域で把握し日常的な見守りを行うことや、市民一人ひとりの

人権が尊重され、自立して生活できるよう人権擁護の観点からヤングケアラーや権

利擁護についての普及啓発及び体制の充実が必要です。 

○ 今後も成年後見制度や日常生活自立支援事業の推進のもと、福祉サービス利用者

の権利擁護をより一層充実することや虐待防止対策に取り組んでいくことが必要

です。 

  

〔 課題 〕
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【 施策の方向性 】 

○ 虐待防止の推進 

○ ヤングケアラーの発見と対策 

○ 成年後見制度の利用促進と中核機関設置の検討 

 

 

   

 

市民・家庭の取り組み 

○ 弱い立場にある人に対する虐待等、人権に係わる問題を正しく理解し、行動でき

るよう努めましょう。 

○ ヤングケアラーに関する理解を深めましょう。 

○ 成年後見制度や権利擁護に関する理解を深めましょう。 

  

 

地域の組織・団体等の取り組み 

○ 虐待等の異変に気づいたら市役所等に相談しましょう。 

○ ヤングケアラーが孤立しない地域をつくっていきましょう。 

○ 認知症高齢者など、判断能力の低下に伴う支援が必要な人を早期発見し、成年後

見制度や権利擁護の利用を促進しましょう。 

○ 見守り活動などを通じて、権利擁護の必要な人を把握して相談へつなげられるよ

う努めましょう。 

 

 

行政の取り組み 

○ 虐待防止の推進（介護支援課・福祉課・ネウボラ推進課・教育総務課） 

・高齢者や障がい者、児童の虐待や家庭内暴力（DV）について、各関係機関団体などのネ

ットワークにより、早期発見と適切な対応を推進します。 

○ ヤングケアラーの発見と対策（ネウボラ推進課） 

・ヤングケアラーの発見につながる体制づくりの構築や支援について検討します。 
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○ 成年後見制度の利用促進と中核機関設置の検討（介護支援課・福祉課・ネウボラ

推進課） 

・制度の理解を図るための周知・啓発を行い、制度の利用促進を図ります。 

・権利侵害からの保護、生活上の基本的ニーズの充足だけでなく、本人らしい生活等が

できるよう、財産管理や身上保護を中心とした成年後見制度の運用を進めます。 

・権利擁護支援・制度利用促進機能の強化に向けて、相談機能をはじめ、情報連携の核と

なる中核機関の設置を検討します。 

 

 

【基本目標３ 成果指標】 

計画策定年度に把握した数値を基準値として、計画の終期である令和８年度におけ

る目標数値を示しています。 

 

指標名（基本目標） 
基準値 

（令和２年度） 

目標値 

（令和８年度） 

日常生活の中で、悩みや不安に感じてい
る人の割合 

※「令和３年度実施 市民アンケート調査」から 

62.9％ 55.0％ 

 

指標名（施策） 
基準値 

（令和２年度） 

目標値 

（令和８年度） 

地域減災リーダー認定者数 

※庁内資料（消防防災課防災担当）から 
75 100 

生活困窮の相談者のうち、支援を行った
人の割合 

※庁内資料（福祉課生活支援担当）から 

22.8％ 51.6％ 
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回答者数 = 47 ％

既存の制度では対応できない

個人や世帯が増えてきている

分野をまたがる複合的な福祉

課題を抱える個人や世帯が

増えている

対象者だけではなく、世帯全

体への支援の必要なケースが

増えている

地域のつながりが薄れ、社会

から孤立した個人や世帯が

増えている

相談や支援を拒否する個人や

世帯が増えている

特に変化は感じない

その他

無回答

31.9

59.6

40.4

46.8

6.4

14.9

6.4

0.0

0 20 40 60 80 100

 

基本目標４ さまざまな支援につながるしくみづくり 

「基本目標４ さまざまな支援につながるしくみづくり」に該当するアンケート調

査等からの現状と課題は以下の通りです。 
 

【 市窓口・相談支援機関調査からの現状 】 

・「最近の相談内容や支援対象者の傾向」について、「分野をまたがる複合的な福祉課

題を抱える個人や世帯が増えている」が59.6％と最も高くなっています。（図参照） 

・「普段の業務の中で、通常関わる業務範囲以外の福祉課題を抱えた個人や世帯に気

付いたり、発見したことがありますか」について、「ある」が51.1％となっていま

す。（図参照） 

また、「相談者への支援にあたって、通常関わる業務範囲以外の市の担当部署や相

談機関・施設と連携する必要があるときに、連絡や連携はスムーズに行われている

と感じるか」について、「感じる」が83.0％となっています。（図参照） 

 

最近の相談内容や支援対象者の傾向 
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回答者数 =

　 47 51.1 48.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

　 47 83.0 6.4 10.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 

普段の業務の中で、通常関わる業務範囲以外の福祉課題を抱えた 

個人や世帯に気付いたり、発見したことの有無 

 

 

 

 

 

 

相談者への支援の連絡や連携はスムーズに行われていると感じるかの有無 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

○ さまざまな相談機関につながる仕組みづくりと複雑化する相談に対応するための

相談窓口間の連携・体制整備により、世帯の複合的なニーズやライフステージの変

化に柔軟に対応できる「丸ごと相談」の実現に向けた具体的取り組みを進めていく

ことが必要です。 

○ 支援が必要な人の情報の管理・活用方法の検討と、一人ひとりの状況や年齢層を

考慮するなど、福祉サービス等の対象となる人へ対象者を意識した情報発信が必要

です。 

○長期にわたるひきこもりなど、制度のはざまにある人への支援が必要です。 

 

 

  

〔 課題 〕 

ある ない 無回答

感じる 感じない 連携する機会はない 無回答
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（１）包括的な相談・支援体制整備の充実  

地域のふれあい・支え合い体制を維持しながら、生活困窮者のほか、高齢者、障が

い者、ひとり親家庭、外国人などのうち支援を必要とする人に対して、専門機関等と

の連携を推進し、地域を見守る関係者等とのネットワークを充実させ、適切な対応を

行っていきます。 

 

【 施策の方向性 】 

○ 住民主体の生活支援サービスの推進 

○ 継続した支援体制の整備 

○ 包括的な相談支援体制の充実 

○ アウトリーチ支援の促進 

○ 多機関連携によるネットワークの強化 

 

※「アウトリーチ」は、福祉分野では、支援が必要であるにもかかわらず届いていない人に

対し、行政や支援機関などが積極的に働きかけて情報・支援を届けるプロセスのことを

いう。 

 

   

 

市民・家庭の取り組み 

○ 困ったことがある場合、一人で抱えず気軽に相談をしましょう。  

○ 周囲の困っている人や家庭へ気配りをするようにしましょう。  

○ 福祉の相談窓口を把握しましょう。  

○ 必要に応じて福祉サービスを適切に受けましょう。  

○ 福祉制度に関する情報に関心を持ちましょう。 

 

 

地域の組織・団体等の取り組み 

○ 地域の福祉ニーズを的確に把握し、地域で情報を共有しましょう。  

○ 地域の相談員や福祉団体が連携し、問題を抱える人の早期発見や気軽に相談でき

る環境づくりに努めましょう。  

○ 公的なサービスでは対応しづらい領域について、地域や福祉団体が連携して支援

しましょう。  

○ 専門的な相談につなげるネットワークづくりに努めましょう。   
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行政の取り組み 

○ 住民主体の生活支援サービスの推進（福祉課・介護支援課） 

・福祉や介護などに関係する諸団体と連携し、生活支援サービスの向上に努めます。  

○ 継続した支援体制の整備（健康増進課・介護支援課・福祉課・ネウボラ推進課・

子育て政策課） 

・市民が困りごとや福祉サービスの利用について、迷うことなく気軽に相談できるよう、

広報紙やホームページ等のさまざまな媒体を活用して、支援関係機関等の周知に努め

るとともに、情報コーナーを活用した情報発信に努めます。 

○ 包括的な相談支援体制の充実（健康増進課・介護支援課・福祉課・子育て政策課・

ネウボラ推進課） 

・地域包括支援センター、子育て世代包括支援センター、障害者総合支援センター（かざ

ぐるま）の相談支援機関のより一層の連携を進め、包括的な相談支援を行います。 

・妊娠準備期から子育て期に亘って、相談支援や母子保健、子育て支援を包括的にワン

ストップで提供する「北杜市版ネウボラ」を推進します。  

○ アウトリーチ支援の促進（福祉課） 

・ひきこもりの状態にある人に対し、アウトリーチ（訪問支援）等による支援等の検討を

行います。 

・地域における住民同士の「見守り」・「声かけ」による支え合いを推進するとともに、民

生委員・児童委員等の地域関係者や企業も含めたさまざまな機関が連携し、包括的な

見守りが行われる体制づくりを推進します。 

○ 多機関連携によるネットワークの強化（福祉課） 

・民生委員・児童委員活動と地域包括支援センターや障害者総合支援センター（かざぐ

るま）などの関係機関の連携を図り、地域での情報共有を促進します。 

 

 

※「ネウボラ」は、フィンランド発の子育て支援制度・施設のことです。妊娠期から出産、

子供の就学前までの間、母子とその家族を支援する目的で、地方自治体が設置、運営する

拠点のこと、また、出産・子育て支援制度のことも言います。 
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（２）福祉情報の提供体制の充実  

誰もが安心してサービスが利用できるよう、子育て支援、高齢者福祉、障がい福祉、

健康づくりなどに関する情報の提供体制の充実を図ります。 

子ども、高齢者、障がい者などが、日常生活の中での困りごとや福祉サービスの適

切な利用などに対して、身近な地域の専門的な相談支援を受けられるよう充実を図り

ます。 

 

【 施策の方向性 】 

○ 地域福祉に関する情報の周知 

 

 

   

 

市民・家庭の取り組み 

○ 地域の人同士で、福祉制度やサービスに関する情報を教え合いましょう。 

○ 広報紙や回覧板、ホームページなどで情報を確認しましょう。 

 

 

地域の組織・団体等の取り組み 

○ 地域のニーズを把握し、地域に必要なサービスの情報を共有しましょう。 

○ 地域活動を通じた地域の福祉サービスを共有しましょう。 

 

 

行政の取り組み 

○ 地域福祉に関する情報の周知（全庁） 

・多様な媒体を活用し、幅広い情報発信を行います。 
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（３）福祉サービスの充実  

誰もが安心して地域で暮らすためには、福祉サービスの充実が欠かせないことから、

利用者ニーズの把握に努め、きめ細やかなサービスを促進します。 

また、充実した福祉サービスを提供するため、その担い手である人材を確保すると

ともに、専門知識の習得等による資質の向上により、サービス全体の質の向上を図り

ます。 

 

【 施策の方向性 】 

○ 高齢者、障がい者、児童各福祉分野におけるサービスの充実 

○ 各種福祉分野の連携等の推進 

 

 

  

 

市民・家庭の取り組み 

○ 地域包括支援センター、子育て世代包括支援センター、障害者総合支援センター

（かざぐるま）等の相談窓口を活用しましょう。 

 

 

地域の組織・団体等の取り組み 

○ 在宅生活における高齢者・障がい者支援体制を強化しましょう。 

○ 実施している各種福祉サービスにおいて、利用者の立場に立った、質の高いサー

ビスの提供に努めましょう。 

○ 利用者からの苦情や要望を聴き、改善していく環境をつくりましょう。 

 

 

行政の取り組み 

○ 高齢者、障がい者、子育て等の福祉分野におけるサービスの充実（健康増進課・

介護支援課・福祉課・子育て政策課・ネウボラ推進課） 

・関連計画の周知を図るとともに、施策や事業を計画的に推進します。 

・福祉サービスに関する市民の意見を把握し改善につなげます。 

○ 各種福祉分野の連携等の推進（健康増進課・介護支援課・福祉課・子育て政策課・

ネウボラ推進課） 

・地域団体等に対して情報提供やコーディネートを行います。  
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【基本目標４ 成果指標】 

計画策定年度に把握した数値を基準値として、計画の終期である令和８年度におけ

る目標数値を示しています。 

 

指標名（基本目標） 
基準値 

（令和２年度） 

目標値 

（令和８年度） 

福祉の相談やサービスに関する情報を得
ることができた人の割合 

※「令和３年度実施 市民アンケート調査」から 

81.6％ 86.6％ 

子育てが楽しいと感じる親の割合 

※庁内資料（ネウボラ推進課）から 
83.2％ 88.2％ 

 

指標名（施策） 
基準値 

（令和２年度） 

目標値 

（令和８年度） 

生活支援体制整備協議体設置数 

※「第６次北杜市老人福祉計画・介護保険事業計画」

から 

2 8 

地域子育て支援拠点事業の延べ利用者数

※庁内資料（ネウボラ推進課）から 
4,515 17,855 

ファミリー・サポート・センター活動件数

※庁内資料（ネウボラ推進課）から 
714 817 
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第５章    計画の推進体制 

 

 

 

本市では、福祉、健康、教育、労働、防災及び観光などの幅広い分野にわたりこの

計画を推進し、本市の地域特性に応じた地域共生社会の実現を目指します。 

 

 

１ 庁内の推進体制 

計画推進の中心となる担当部局の機能向上を図るとともに、関連部局との積極的な

連携体制を整え、全庁的な施策推進を行います。 

計画に位置づけられる取り組みについては、担当部局による事業の進捗管理のもと、

計画の進捗状況と施策の効果等を検証・評価するとともに、定期的な評価・見直しを

行うことで、計画の全庁的な進捗管理を実現します。 

また、広く情報提供をしていくため、福祉だけでなく、健康、教育、労働、防災及

び観光などの幅広い分野と連携して、福祉情報の周知をしていきます。 

 

 

２ 市民・関係団体等と連携した推進 

住み慣れた地域で、共に支え合い、助け合いながら安心して暮らすことができる地

域社会の実現を目指すため、地域住民、地域活動団体、ボランティア団体、福祉活動

団体、社会福祉協議会、行政等がともに連携・協働しながら、計画を推進していきま

す。 
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３ 進捗管理 

担当課による事業報告及び実績値の把握により進捗状況を管理していきます。 

計画推進の中心となる担当部局の機能向上を図るとともに、関連部局との積極的な

連携体制を整え、全庁的な施策推進を行います。 

計画に位置づけられる取り組みについては、担当部局による計画事業の進捗管理の

もと、計画の進捗状況と施策の効果等を検証・評価するとともに、定期的な評価・見

直しを行うことで、計画の全庁的な進行管理を実現します。 

進捗管理は「ＰＤＣＡサイクル」による「継続的改善」の考え方を基本とし、「ＰＬ

ＡＮ（計画）」「ＤＯ（実施）」「ＣＨＥＣＫ（評価）」「ＡＣＴＩＯＮ（改善）」のサイク

ルを回していくことにより、事業の継続的な改善を図る（充実させる）ことを年度ご

とに繰り返していきます。 

 

ＰＤＣＡサイクルのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

業務の実施が計画に 

沿っているかどうかを 

確認する 

従来の実績や将来の予測 

などを基にして業務計画 

を作成する 

実施が計画に沿って 

いない部分を調べて 

改善する 

計画に沿って業務を行う 

策定
Action
改善

Plan 

Do Check 
実施評価
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第＊章    資料編 

 

 

 

１ 社会福祉法（抜粋） 

（地域福祉の推進） 

第４条 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者は、相互

に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社

会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されるように、地域福祉の推進に努め

なければならない。 

（包括的な支援体制の整備） 

第 106 条の３ 市町村は、次に掲げる事業の実施その他の各般の措置を通じ、地域住民等及び支援関係機

関による、地域福祉の推進のための相互の協力が円滑に行われ、地域生活課題の解決に資する支援が包

括的に提供される体制を整備するよう努めるものとする。 

一 地域福祉に関する活動への地域住民の参加を促す活動を行う者に対する支援、地域住民等が相互に

交流を図ることができる拠点の整備、地域住民等に対する研修の実施その他の地域住民等が地域福

祉を推進するために必要な環境の整備に関する事業 

二 地域住民等が自ら他の地域住民が抱える地域生活課題に関する相談に応じ、必要な情報の提供及び

助言を行い、必要に応じて、支援関係機関に対し、協力を求めることができる体制の整備に関する

事業 

三 生活困窮者自立支援法第二条第二項に規定する生活困窮者自立相談支援事業を行う者その他の支援

関係機関が、地域生活課題を解決するために、相互の有機的な連携の下、その解決に資する支援を

一体的かつ計画的に行う体制の整備に関する事業 

（市町村地域福祉計画） 

第 107 条 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画（以下

「市町村地域福祉計画」という。）を策定するよう努めるものとする。 

一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべ

き事項 

二 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

三 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

四 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

五 前条第一項各号に掲げる事業を実施する場合には、同項各号に掲げる事業に関する事項 

２ 市町村は、市町村地域福祉計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、地域住民等の

意見を反映させるよう努めるとともに、その内容を公表するよう努めるものとする。 

３ 市町村は、定期的に、その策定した市町村地域福祉計画について、調査、分析及び評価を行うよう努

めるとともに、必要があると認めるときは、当該市町村地域福祉計画を変更するものとする。 

  



     

 
66 

 

２ 第４次北杜市地域福祉計画策定委員会設置要綱 

平成２３年４月２０日 

告示第４４号 

改正 平成３０年２月６日告示第９号 

（設置） 

第１条 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第１０７条第１項に基づき、北杜市地域福祉計画（以下「計

画」という。）の策定等を行うため、北杜市地域福祉計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置す

る。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項について検討し、市長に意見を述べることができる。 

(１) 計画の策定及び変更に関すること。 

(２) その他市長が必要と認める事項 

（組織） 

第３条 委員会の委員（以下「委員」という。）は、１０人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。 

(１) 学識経験者 

(２) 関係福祉団体を代表する者 

(３) 関係行政機関の職員 

(４) その他市長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。 

２ 委員の再任は、妨げない。 

（役員） 

第５条 委員会に会長１人及び副会長１人を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。 

３ 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、会長が必要に応じて招集し、議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。 

３ 会議は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

４ 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、福祉部福祉課で行う。 

（その他） 

第８条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２３年５月１日から施行する。 

（最初に開かれる会議の招集） 

２ この告示の施行日以降最初に開かれる会議は、第６条第１項の規定にかかわらず、市長が招集する。 

附 則（平成３０年２月６日告示第９号） 

この告示は、平成３０年４月１日から施行する。 
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３ 第４次北杜市地域福祉計画策定委員会委員名簿 

 

Ｎｏ 所  属 委 員 名 備  考 

１ 北杜市社会福祉協議会 会長 日野水 丈士 会長 

２ 帝京学園短期大学 教授 吉田 百加利 副会長 

３ 北杜市代表区長会 会長 清水 精  

４ 北杜市地域委員会連絡協議会 会長 村田 茂  

５ 北杜市青少年育成北杜市民会議 会長 跡部 元  

６ 北杜市民生委員児童委員協議会 会長 粟澤 雅子  

７ 北杜市老人クラブ連合会 会長 小林 初男  

８ 防災ママ＠北杜 代表 鷹野 紀子  

９ 社会福祉法人緑樹会 理事長 石井 貴志  

10 福祉後見事務所ほたり 所長 宮沢 秀一  
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４ 策定経過 

 

日 付 名 称 内 容 

令和３年７月９日 
第１回北杜市地域福祉
計画策定委員会 

（１）北杜市地域福祉計画の概要につ
いて 

（２）第３次地域福祉計画の取り組み
状況及び第４次計画の方向性に
ついて 

（３）市民アンケート調査について 

令和３年８月２日～ 

８月18日 
アンケート調査の実施 

・市民：市内在住の方から無作為抽出 

・団体：民生児童委員、地区代表、各
種団体の方 

・市窓口・相談機関：窓口業務を担当
する職員 

令和３年10月29日 
第２回北杜市地域福祉
計画策定委員会 

（１）地域福祉推進のためのアンケー
ト調査の集計結果について 

（２）第４次北杜市地域福祉計画骨子
（案）について 

令和３年11月19日 
第３回北杜市地域福祉
計画策定委員会 

（１）第４次北杜市地域福祉計画の体
系・骨子の検討 

（２）第４次北杜市地域福祉計画素案
について 

令和４年１月７日～ 

２月７日 
パブリックコメントの
実施 

・第４次北杜市地域福祉計画素案につ
いて意見募集 

提出方法：FAX、電子メール、郵便、持
参（直接提出）による 

令和４年２月21日 
第４回北杜市地域福祉
計画策定委員会 

（１）パブリックコメントの結果報告
について 

（２）第４次北杜市地域福祉計画最終
案について 

（３）第４次北杜市地域福祉計画概要
版（案）について 
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５ 用語解説 

【あ行】 

アウトリーチ 

福祉分野では、支援が必要であるにもかかわらず届いていない人に対し、行政や支援機関

などが積極的に働きかけて情報・支援を届けるプロセスのことをいう。 

 

【か行】 

権利擁護 

自己の権利や援助のニーズを表明することの困難な高齢者や障がい者等に代わって、援助

者が代理としてその権利やニーズの表明を支援し、代弁することをいう。 

 

高齢化率 

65 歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合のこと。高齢化率が７％～14％の社会を高齢

化社会、14％～21％の社会を高齢社会、21％以上の社会を超高齢社会という。 

 

【さ行】 

在宅医療 

在宅で行う医療のこと。在宅医療としては、医師による訪問診療、看護師等による訪問看

護、理学療法士等による訪問リハビリテーション、歯科医師による訪問歯科診療等がある。 

 

社会福祉法 

社会福祉サービスの基礎をなす法律で、社会福祉の目的や理念、原理等を盛り込み、社会

福祉事業の範囲や社会福祉の基礎構造に関する規定が定められている。 

 

自主防災組織 

自分たちが住む地域において、災害による被害を防止し軽減するために、自覚と連帯感に

基づき、自主的、自発的に活動する防災組織。 

 

障害福祉計画 

障害者自立支援法に基づく市の計画で、障がい者それぞれの日常生活の自立・社会的自立

を支える自立支援給付及び地域生活支援事業に関する事項を示す計画。 

 

自立相談支援事業 

生活に困りごとや不安を抱えている場合の地域の相談窓口で、支援員が相談を受けて、ど

のような支援が必要かを相談者と一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いなが

ら自立に向けた支援を行う。 
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身体障害者手帳 

身体に障がいのある人が、各種サービスや支援を受けるのに必要な手帳。身体障害者とは、

身体障害者障害程度等級表に該当する障がいにより都道府県から障がいの認定を受けて手

帳を交付された人をいう。 

 

生活困窮者 

生活困窮者自立支援法第３条第１項に定める「現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維

持することができなくなるおそれのある者」。 

 

生活困窮者自立支援法 

生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対し、自立相談支

援事業の実施、住居確保給付金の支給その他の支援を行うための所要の措置を講ずる制度。 

 

成年後見制度 

知的障がい、精神障がい、認知症等により、判断能力が不十分な成年者を保護するための

制度。具体的には、判断能力が不十分な人について契約の締結等を代わりに行う後見人等を

選任したり、本人が誤った判断に基づいて契約を締結した場合、それを取り消すことができ

るようにする等、本人を不利益から守る制度。 

 

【た行】 

地域共生社会 

制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域

の多様な主体が 「我が事」として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」

つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会のこと。

平成 28 年６月に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」において地域共生社会の実

現が盛り込まれており、今後の福祉改革を貫く「基本コンセプト」と位置づけられている。 

 

地域生活課題 

福祉サービスを必要とする地域住民及びその世帯が抱える福祉、介護、介護予防（要介護

状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若し

くは悪化の防止をいう。）、保健医療、住まい、就労及び教育に関する課題、福祉サービスを

必要とする地域住民の地域社会からの孤立その他の福祉サービスを必要とする地域住民が

日常生活を営み、あらゆる分野の活動に参加する機会が確保される上での各般の課題。 

 

地域福祉活動計画 

地域福祉計画と連携・協働し、地域住民及び福祉・保健等の関係団体や事業者が、地域福

祉推進に主体的に関わるための具体的な活動の計画であり、社会福祉協議会が中心となり策

定する。地域住民やボランティア、当事者などが主体的に参加し、地域社会を基盤にして進

めていく地域福祉を、どのように推進していくかをまとめたもの。 
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地域包括支援センター 

市町村が設置主体となり、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員等を配置して、３職

種のチームアプローチにより、住民の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行う

ことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設

のこと。主な業務は、介護予防支援及び包括的支援業務（①介護予防ケアマネジメント業務、

②総合相談支援業務、③権利擁護業務、④包括的・継続的ケアマネジメント支援業務）で、

制度横断的な連携ネットワークを構築して実施する。 

 

【な行】 

日常生活自立支援事業 

認知症高齢者、精神障がい者、知的障がい者等、判断能力が不十分な人が地域で自立した

生活を送れるよう、福祉サービスの利用に関する情報提供、助言、手続きの援助、利用料の

支払い等、福祉サービスの適切な利用のための一連の援助を一体的に行う事業のこと。 

 

認知症 

いったん正常に発達した知能が、脳の病的な変化により低下し、日常生活上あるいは社会

生活上支障をきたした状態をいう。代表的なものとして、アルツハイマー型認知症、脳血管

性認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症がある。症状としては、認知機能障がい

（物忘れなど）、精神症状・行動障がい（幻覚、妄想、徘徊など）、神経症状（パーキンソン

様症状など）などがみられる。 

 

認知症サポーター 

認知症を正しく理解し、認知症の人や家族を温かく見守る応援者のことであり、認知症サ

ポーター養成講座を受講した人を認知症サポーターと呼んでいる。 

 

【は行】 

ハザードマップ 

将来危険が予想される自然災害について、発生しやすい自然災害の種類、範囲や危険度な

どを一定の基準で評価して示した地図。 

 

ひきこもり 

「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン」（厚生労働省、平成 22 年５月 19 日公

表）で定義される「さまざまな要因の結果として社会的参加（義務教育を含む就学、非常勤

職を含む就労、家庭外での交遊など）を回避し、原則的には６か月以上にわたって概ね家庭

にとどまり続けている状態（他者と交わらない形での外出は除く）を指す現象概念」。 
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ボランティアセンター 

地区又は職場や学校においてボランティアに関する事務を行い、ボランティアの活性化を

図る組織。市区町村単位で社会福祉協議会と連携して設置されることが多く、ボランティア

情報の収集と発信、ボランティアコーディネート業務、ボランティアに関する教育・研修の

場、ボランティアの情報交換の場として機能している。 

 

【ま行】 

民生委員・児童委員 

民生委員は、厚生労働大臣から委嘱された特別職の地方公務員（非常勤）であり、ボラン

ティアとして地域住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助等を行っている。また、民生

委員は児童委員も兼ねることとされており、地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるよ

うに、子どもたちを見守り、子育ての不安や妊娠中の心配ごとなどの相談・支援等も行って

いる。 

 

【や行】 

ヤングケアラー 

本来大人が担うとされる家事や家族の世話などを日常的に行っている子どものこと。 

 

ユニバーサルデザイン 

文化・言語・国籍の違い、老若男女といった差異、障がい・能力の如何を問わず、すべて

の人に利用やすいように考えられたデザインのこと。 

 

要配慮者 

平成 25 年６月の災害対策基本法の改正により、「災害時要援護者」という言葉に代わり、

新たに定義された言葉で、高齢者、障がい者、乳幼児その他の特に配慮を要する者のことを

いう。 

 

【数字／英字】 

ＤＶ 

ドメスティック・バイオレンスの略称。親しい間柄の異性（配偶者・恋人・事実婚を含む）

から受ける身体的、精神的、性的、経済的な暴力を指す。 

 

ＮＰＯ 

特定非営利活動促進法に定める分野の非営利活動を行う民間の団体が、特定非営利活動法

人（ＮＰＯ法人）という法人格を取得することで、継続的かつ健全な活動を展開することが

できる制度。 

 

ＮＰＯ法人 

民間非営利団体のうち、法的な人格を認めた特定非営利活動法人のこと。 
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ＰＤＣＡサイクル 

計画（plan）、実行（do）、評価（check）、改善（action）のプロセスを順に実施し、最後

の action では check の結果から、最初の plan の内容を見直して、次回の plan に結び付け

る。このプロセスを繰り返すことによって、継続的な業務改善活動を推進するマネジメント

手法。 
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